




ごあいさつ

近年、少子高齢化や人口減少、女性の社会進出などに

より、人々のライフスタイルや価値観が多様化してお

り、社会情勢が大きく変化しています。その変化に対応

するためには、性別にかかわりなく、女性も男性も対等

な立場で、自分の持てる力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現が求め

られています。「男はこうあるべき、女はこうあるべき」といった、未だに根強く

残る意識を解消し、一人ひとりの人権が尊重され、いきいきと暮らせる社会づくり

が必要です。

本町では、平成 24年 11月に「肝付町男女共同参画基本計画」を策定し、今回新

たに、令和 4 年度から令和 13 年度までの 10 年間の基本計画を策定しました。本

町における町民意識調査結果をもとに、肝付町男女共同参画推進協議会において

出された様々な意見を取り入れ、取り組みの道標となるものです。

本計画書をもとに、すべての人が自分らしく、豊かで幸せな人生を送っていただ

くために、行政や企業・各種団体とも連携しながら、自由で平等な社会の実現に向

けて取り組んで参ります。

結びに、この計画の策定中に貴重な御意見や御提案をいただきました町民の皆

様を始め、男女共同参画推進協議会や各種団体など関係者の方々に対して心から

感謝申し上げます。

令和４年３月          

肝付町長
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第１章 計画の基本的な考え方

１ 計画策定の趣旨

わが国においては，平成 11（1999）年６月に，「男女共同参画社会基本法」が制定

され，「少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変

化に対応していく上で，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い，性別

にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実

現は，緊要な課題」であり，「男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決

定する最重要課題と位置付け，社会のあらゆる分野において，男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である」と明示されました。

一方で，高度経済成長期に社会通念として根付いた固定的な性別役割分担意識が，い

まだに根強く残っていることや，政策及び方針決定過程における女性の参画が低調であ

ること，配偶者や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレンス：以下「ＤＶ」とい

う。）の問題が深刻化していることなど，男女共同参画社会の実現に向けた課題が多く

残されています。働く場面においては，男性正社員を前提とした長時間労働，既婚女性

の家計補助的な非正規雇用などを特徴とする働き方が依然として根付いており，女性が

十分に活躍できない原因となっています。また，生活の場面においては，男性の家事，

育児，介護への参画や，地域活動への貢献などが十分とはいえない状況で，特に男性の

育児休業取得率は著しく低いものとなっています。

本町においては，これまで平成 24（2012）年 11 月に，「肝付町男女共同参画基本

計画」（以下「本計画」という。）を策定し，令和３（2021）年度を目標年度として基

本的な考え方や方向性を定め，男女共同参画社会の実現に向けた施策を進め，平成 30

（2018）年度には改定を行い，総合的，計画的に施策の展開を図ってきました。

令和３（2021）年度が本計画の最終年度にあたることから，前計画の取組を検証す

るとともに，男女共同参画や女性活躍に関する国内外の動向や社会情勢の変化に対応す

るため計画内容の見直し等を行い，令和 4（2022）年度から令和 13（2031）年度

までを期間とする取組を定めることとします。
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２ 計画の位置付け

○ 本計画を「男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法律第七十八

号）」第 14 条第３項に規定される「市町村男女共同参画計画」とし，本町に

おける男女共同参画社会の形成を推進するために実施する施策の基本的な方

向性を示します。

○ 本計画を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年

法律第六十四号）」第６条第２項に規定される「市町村推進計画」とし，本町

における女性の職業生活における活躍を推進するために実施する施策の基本

的な方向性を示します。

○ 本計画を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

十三年法律第三十一号）」第 2条の 3第 3項に規定される「市町村基本計画」

とし，被害者等の保護や自立に関わる総合的な支援を推進するとともに，人

権が尊重され，配偶者からの暴力を容認しない社会を目指すための方向性を

示します。

○ 国の「男女共同参画基本計画」や，鹿児島県の「鹿児島県男女共同参画基本

計画」の方針を踏まえ，「肝付町総合振興計画」を上位計画として，関連する

個別計画との整合性を図りながら今後の方向性を示します。

３ 計画の期間

本計画の期間は，令和４年度を初年度とする令和 13 年度までの 10 年間とし，実施

事業については 5年間を一区切りとして見直します。

その他，社会・経済環境の変化を踏まえ，必要に応じて見直しを行います。
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４ 計画と SDGs

世界が直面するさまざまな問題に対し，世界が一丸となって取り組むための目標を

「持続可能な開発目標（SDGs）」といいます。平成 27（2015）年に日本を含む 193

の国連加盟国の合意のもとに採択されました。

SDGs には，世界の国々が取り組むべき 17の目標と，169 のより具体的な目標（タ

ーゲット）が示されており，これらの目標を令和 12（2030）年までに達成できるよ

うに取り組んでいくことになります。

男女共同参画社会の実現に向けた取組は，17の目標の中の５番目に本プランが目指

す「ジェンダー平等を実現しよう」に関連します。男女共同参画社会の実現は，SDGｓ

の他の目標達成に貢献することにつながります。

目標 5 を構成する９個のターゲット

5.1 あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。

5.2
人身売買や性的，その他の種類の搾取など，すべての女性及び女児に対する，公共・私的空間におけ

るあらゆる形態の暴力を排除する。

5.3 未成年者の結婚，早期結婚，強制結婚及び女性器切除など，あらゆる有害な慣行を撤廃する。

5.4
公共のサービス，インフラ及び社会保障政策の提供，ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内におけ

る責任分担を通じて，無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。

5.5
政治，経済，公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において，完全かつ効果的な女性の参画及び平

等なリーダーシップの機会を確保する。

5.6
国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画及び北京行動綱領，ならびにこれらの検証会議の成果文書に従

い，性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。

5.7
女性に対し，経済的資源に対する同等の権利，ならびに各国法に従い，オーナーシップ及び土地その他

の財産，金融サービス，相続財産，天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。

5.8 女性の能力強化促進のため，ICT をはじめとする実現技術の活用を強化する。

5.9
ジェンダー平等の促進，ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正

な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。
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第２章 計画策定の背景

１ 国の動向

政府は，これまで男女共同参画社会への取組を進め，昭和 50（1975）年に総理府

に婦人問題企画推進本部を設置し，昭和 52（1977）年に「国内行動計画」を策定し

ました。昭和 60（1985）年には「男女雇用機会均等法」を制定，平成８（1996）

年に「男女共同参画 2000 年プラン」を策定しました。平成 11（1999）年，男女共

同参画社会の実現を 21世紀の我が国の社会を決定する最重要課題と位置づけた「男女

共同参画社会基本法」を制定し，翌年の平成 12（2000）年には，初めての法定計画

である「男女共同参画基本計画」を策定しました。

また，平成 13（2001）年の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律」の制定など，男女共同参画推進に向けた法整備も進めました。平成 17（2005）

年には「男女共同参画基本計画（第２次）」，平成 22（2010）年には「第３次男女共

同参画基本計画」を策定し，平成 19（2007）年には，関係閣僚，経済界・労働界の

代表等による仕事と生活の調和推進官民トップ会議において，「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策

定しました。平成 27（2015）年に制定された「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」の施行及び令和元（2019）年の同法の改正に基づき，地方自治体にお

ける推進計画や特定事業主行動計画の策定，一定規模以上の事業主における一般事業主

行動計画の策定の義務づけなどの施策により，職業生活における女性活躍の推進が重点

的に進められています。平成 28（2016）年に策定された「第４次男女共同参画基本

計画」では，男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍が柱に据えられました。

平成 30（2018）年には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」と

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（以下，「働き方改革関連

法」という。）」を制定。令和元（2019）年にはセクシュアル・ハラスメントやパワー

ハラスメント等のハラスメント防止対策を強化するため，「男女雇用機会均等法」，「育

児・介護休業法」，「労働施策の総合的な推進並びに従業員の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律（以下，「労働施策総合推進法」という。）」を改正し，女性の参画

拡大に向けての基盤整備が進められています。

令和２（2020）年に策定された「第５次男女共同参画基本計画」では，あらゆる分

野における女性の参画拡大が柱に据えられ，すべての人が幸福を感じられる社会の実現

につながるよう，さらなる取組を進めることとしています。
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２ 鹿児島県の動向

鹿児島県においても，世界及び国における取組に呼応して，男女共同参画の実現を目

指して様々な取組が展開されてきました。

昭和 54（1979）年に，婦人問題に関する担当窓口として「青年婦人課」が設置さ

れ，総合的・効果的な施策の推進に向けた「鹿児島県婦人行政推進連絡会議」および「鹿

児島県婦人問題懇話会」が設置されました。昭和 56（1981）年に「鹿児島県婦人対

策基本計画」が策定され，昭和 60（1985）年に策定された「鹿児島県総合基本計画」

には「婦人の地位向上の推進」が明記されました。平成 2（1990）年には「鹿児島総

合基本計画」に「男女の共同参加型社会の形成」が施策の基本方針として明記され，同

年「婦人対策室」が設置されました。翌年には「婦人対策室」が「女性対策室」と改称

され，「鹿児島女性プラン 21」が策定されるとともに「鹿児島県女性行政連絡会議」と

「鹿児島女性プラン 21推進会議」が設置されました。

平成 11（1999）年には，国の「男女共同参画 2000 年プラン」をふまえた「かご

しまハーモニープラン」が策定されるとともに，「鹿児島県男女共同参画推進本部会議」

と「かごしまハーモニープラン推進懇話会」が設置されました。また，平成 13（2001）

年に「鹿児島県男女共同参画推進条例」が制定され，平成 15（2003）年には「青少

年男女共同参画課・男女共同参画係」が設置されました。同年，男女共同参画社会づく

りに関する学習・研修，相談，情報提供など活動の拠点施設としての「鹿児島県男女共

同参画センター」が開設されました。

配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援に関する動きとしては，平成 17（2005）

年には，「支援者のための DV 被害者相談対応マニュアル」が作成され，翌年には「鹿

児島県配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」が策定されました。

平成 20（2008）年には，「これまでのかごしまハーモニープラン」に基づく取組の

成果や課題を踏まえ，男女共同参画社会の実現に向けた新たな行動計画として，鹿児島

県男女共同参画推進条例第 10 条第 1 項の規程に基づき「鹿児島県男女共同参画基本

計画」が策定され，平成 30（2018）年３月には，「第 3 次鹿児島県男女共同参画基

本計画」が策定されました。
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３ 本町の動向

本町は，旧高山町と旧内之浦町が合併し平成 17（2005）年７月１日に誕生しまし

た。

男女共同参画の推進体制については，旧高山町が平成 13（2001）年度に企画課女

性政策係を設置し，合併後は引き続き企画調整課に男女共同参画係として設置しました。

また，平成 18（2006）年 10 月に策定した「第 1 次肝付町総合振興計画」における

基本計画の中で，男女共同参画社会の実現を施策の方針として掲げました。この間，国・

県の男女平等参画週間に合わせ，広報誌などを活用した啓蒙活動に取り組んできました

が十分な取組とはいえず，計画書を策定し，実行ある施策を展開することが喫緊の課題

でした。

このような状況の中，平成 23（2011）年 10月に肝付町における男女共同参画社

会の形成実現に向け，広範囲な各分野からの意見を反映させ総合的な政策を推進するた

め町内有識者や関係団体代表などによる「男女共同参画推進協議会（庁外）」と，庁内

全課長で構成する「男女共同参画行政推進会議」２つの協議会が設置されました。それ

ぞれが連携を図りながら基本計画のあり方について検討を開始しました。

さらに同年 12 月には｢男女共同参画に関する町民意識調査｣を実施し，社会のあらゆ

る分野で男女がともに参画できるまちづくりを実現するため，家庭，地域社会，職場な

どの様々な場面における意識と実態を把握し，今後の男女共同参画社会の実現に向けて，

町が取り組むべき施策の基礎資料とすることを目的に実施しました。

上記の２つの会議にて，様々な男女共同参画社会実現に向けての意見を集約し，平成

24（2012）年 11月に「肝付町男女共同参画基本計画」を策定し，平成 30（2018）

年 3 月には社会情勢の変化を踏まえた改訂も行ってきました。
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第３章 本町における現状

１ 統計データからみえる現状

（１）総人口及び男女別人口の推移

令和２（2020）年に実施された国勢調査によると，本町の総人口は 14,227 人

となっており，平成７（1995）年時点で２万人を越えていた総人口も 25 年間で

約６千人減少し，１万５千人を割り込んでいます。

男女別人口の割合を平成７（1995）年と令和２（2020）年で比較すると，女性

の割合が 2.4ポイント下降し，男性の割合が 2.4 ポイント上昇しています。

図表：総人口及び男女別人口の推移

図表：男女別人口（割合）の推移

［出典］国勢調査

※平成 12 年以前は旧高山町及び旧内之浦町の合算値
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（２）少子高齢化の状況

令和２（2020）年に実施された国勢調査によると，本町の高齢化率は 41.4％と

なっています。年少人口割合は改善しているものの高齢化は依然として進行してお

り，鹿児島県や全国よりも高い割合で推移しています。

図表：高齢化率の推移（全国・鹿児島県・肝付町）

図表：他市町村との少子高齢化状況比較（令和２年）

［出典］国勢調査
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（３）世帯の状況

本町の一般世帯数及び一世帯当たりの人員は年々減少しています。母子世帯数は

横ばい，父子世帯数は減少でそれぞれ推移していますが，一般世帯数が減少してい

ることから一般世帯数に占める母子世帯の割合は上昇しています。

図表：一般世帯数及び一世帯当たりの人員の推移

図表：母子世帯及び父子世帯の推移

［出典］国勢調査

※1 平成 12 年は旧高山町及び旧内之浦町の合算値。

※2 一般世帯・母子世帯・父子世帯の定義は以下の通り。

一般世帯 1．住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者。

2．上記の世帯と住居を共にし，別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下

宿している単身者。

3．会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎，独身寮などに居住している単身者。

母子世帯

父子世帯

一般世帯のうち未婚，死別又は離別の女親（男親）と，その未婚の 20 歳未満の子供のみから
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（４）女性の年齢別就業率の推移

女性の年齢別就業率は，出産・育児期に落ち込み，再び増加する M字カーブを描

いています。落ち込みの大きい 30～39 歳の就業率は，平成 22（2010）年に比

べ平成 27（2015）年で上昇し，近年ではM字カーブは緩やかになっています。

図表：女性の年齢別就業率の推移

［出典］国勢調査
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（５）女性の参画状況

本町における男女共同参画の推進状況は以下の通りです。

① 審議会等委員数 （各年 3 月 31 日現在）

② 公務員の在職状況及び役職別在職状況 （各年４月１日現在）

③ 議会・振興会・ＰＴＡにおける状況 （議員は 12 月末現在，他は８月までの改選後の数値）

［出典］鹿児島県「かごしま男女共同参画の状況」

参考 URL https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/danjyokyodo/kagoshimadanjojoukyou.html

総数
うち女性
委員を含

む数
比率 委員数 女性 比率 総数

うち女性
委員を含

む数
比率 委員数 女性 比率

令和２年度 5 3 60.0% 28 4 14.3% 22 17 77.3% 299 68 22.7%

平成31年度/令和元年度 5 3 60.0% 30 4 13.3% 21 15 71.4% 295 67 22.7%

平成30年度 5 3 60.0% 30 4 13.3% 21 15 71.4% 291 65 22.3%

平成29年度 5 3 60.0% 34 3 8.8% 21 15 71.4% 294 65 22.1%

平成28年度 5 3 60.0% 34 3 8.8% 21 15 71.4% 297 52 17.5%

機関数 委員数

執行機関（地方自治法１８０条の５）
附属機関（地方自治法２０２条の３）及び

設置根拠が法令・条例以外の審議会等の合計

審議会等数 委員数

総数 女性 比率 総数 女性 比率 総数 女性 比率

令和２年度 154 40 26.0% 71 20 28.2% 225 60 26.7%

平成31年度/令和元年度 147 36 24.5% 71 26 36.6% 218 62 28.4%

平成30年度 139 29 20.9% 66 20 30.3% 205 49 23.9%

平成29年度 146 28 19.2% 57 18 31.6% 203 46 22.7%

平成28年度 151 31 20.5% 55 18 32.7% 206 49 23.8%

本庁 出先機関 合計

総数 女性 比率 総数 女性 比率 総数 女性 比率

令和２年度 24 0 0.0% 54 13 24.1% 40 4 10.0%

平成31年度/令和元年度 24 0 0.0% 55 15 27.3% 43 4 9.3%

平成30年度 25 1 4.0% 66 15 22.7% 59 12 20.3%

平成29年度 22 2 9.1% 57 15 26.3% 50 6 12.0%

平成28年度 22 0 0.0% 74 18 24.3% 54 13 24.1%

係長級課長補佐級課長級

総数 女性 比率 総数 女性 比率

令和２年度 14 1 7.1% 133 5 3.8%

平成31年度/令和元年度 14 1 7.1% 132 6 4.5%

平成30年度 14 0 0.0% 132 6 4.5%

平成29年度 14 0 0.0% 132 4 3.0%

平成28年度 14 0 0.0% 132 6 4.5%

振興会の長市町村議会議員

総数 女性 比率 総数 女性 比率 総数 女性 比率 総数 女性 比率

令和２年度 6 0 0.0% 14 6 42.9% 5 0 0.0% 14 4 28.6%

平成31年度/令和元年度 6 0 0.0% 14 6 42.9% 5 0 0.0% 17 6 35.3%

平成30年度 6 0 0.0% 15 5 33.3% 5 0 0.0% 10 3 30.0%

平成29年度 6 0 0.0% 15 5 33.3% 5 0 0.0% 19 7 36.8%

平成28年度 6 0 0.0% 15 6 40.0% 5 0 0.0% 13 4 30.8%

副会長 会長 副会長

ＰＴＡの状況（公立小学校） ＰＴＡの状況（公立中学校）

会長
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２ 町民意識調査からみえる現状

（１）調査の概要

① 調査目的 男女共同参画に関する町民の意識とその実態を把握し，男女共同参

画計画策定の基礎資料とすることを目的として実施した。

② 調査対象 町内に居住する 18歳以上の方 1,000 名

③ 調査期間 令和３年 12月

④ 調査方法 郵送による配布及び回収を行いオンラインでも回答を可能とした。

⑤ 回収状況 配布：1,000 件，回収：328 件，回収率：32.8％

⚫ 本来回答すべき者が回答していない場合，いわゆる「無回答」については，各集計にお

いて除外し処理を行っている。なお，有効サンプル数は，グラフの中で（n）として表

記している。

⚫ 集計結果は百分率で算出し，小数点第二位を四捨五入しているため，割合の合計が

100％とならない場合がある。

⚫ 複数回答の場合，選択肢ごとの有効回答者数に対してそれぞれの割合を示している。そ

のため，割合の合計が 100％を超える場合がある。

⚫ 本文中，設問や選択肢，表内の表記，グラフ内のラベルなど，ページのレイアウトの都

合上，一部また全部を省略・縮小して表記している場合がある。

（２）調査対象者の属性

2-1.性別

「２．女性」とする割合が 52.5%,「１．男

性」が 47.5%となっている。

１．男性, 

47.5%

２．女性, 

52.5%

３．その他, 

0.0%

(n=318)

本項を読むにあたっての注意点
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2-2.年齢 （令和３年 10 月末時点）

「６．60 歳代」とする割合が 31.1%で最も

高く,次いで「７．70 歳代」が 28.9%,「４．

40歳代」及び「５．50歳代」がともに13.8%

となっている。

2-3.就労形態

「４．無職（主婦，主夫，学生を含む）」とす

る割合が 45.8%で最も高く,次いで「１．雇

用者（役員を含む）」が 34.3%,「２．自営業

主（家庭内職者を含む）」が 13.3%となって

いる。

↳2-3-a.具体的な仕事の内容

※2-3 で「１.雇用者（役員を含む）」，「２.自営業

主（家庭内職者を含む）」，「３.家族従業者」と答

えた方のみ

「２．専門・技術職」及び「３．事務職」と

する割合がともに 21.4%で最も高く,次いで

「５．農林漁業職」が 19.3%,「４．販売・

サービス・保安職」が 17.2%となっている。

１．10歳代, 

2.2%

２．20歳代, 

3.1%

３．30歳代, 

6.9%

４．40歳代, 

13.8%

５．50歳代, 

13.8%

６．60歳代, 

31.1%

７．70歳代, 

28.9%

(n=318)

１．雇用者

（役員を含

む）, 34.3%

２．自営業

主（家庭内

職者を含

む）, 13.3%
３．家族従

業者, 6.6%

４．無職（主

婦，主夫，

学生を含

む）, 45.8%

(n=286)

１．管理職, 

4.8%

２．専門・技

術職, 21.4%

３．事務職, 

21.4%

４．販売・

サービス・保

安職, 17.2%

５．農林漁業

職, 19.3%

６．生産・輸

送・建設・労

務職, 10.3%

７．その他, 

5.5%

(n=145)
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↳2-3-b.無職の内訳

※2-3 で「４．無職（主婦，主夫，学生を含む）」

と答えた方のみ

「１．主婦」とする割合が 48.8%で最も高

く,次いで「４．その他の無職」が 32.0%,「２．

主夫」が 14.4%となっている。

↳2-3-c.具体的な仕事の内容

※2-3 で「１.雇用者（役員を含む）」と答えた方

のみ

「２．正規の職員・従業員」とする割合が

63.5%で最も高く,次いで「３．非正規の職

員・従業員（契約社員，労働者派遣事業所の

派遣社員を含む）」が 27.1%,「１．役員」が

9.4%となっている。

↳2-3-d.現在働いている会社で昇進したいと思うか

※2-3 で「１.雇用者（役員を含む）」と答え，2-

3-ｃで「１.役員」，「２.正規の職員・従業員」と

答えた方のみ

「４．そう思わない」とする割合が 27.5%

で最も高く,次いで「３．どちらかといえばそ

う思わない」が 24.6%,「１．そう思う」が

及び「２．どちらかといえばそう思う」がと

もに 20.3%となっている。

１．主婦, 

48.8%

２．主夫, 

14.4%

３．学生, 

4.8%

４．その他

の無職, 

32.0%

(n=125)

１．役員, 

9.4%

２．正規の

職員・従業

員, 63.5%

３．非正規

の職員・従

業員（契約

社員，労働

者派遣事業

所の派遣社

員を含む）, 

27.1%

(n=96)

１．そう思う, 

20.3%

２．どちらか

といえばそう

思う, 20.3%

３．どちらか

といえばそう

思わない, 

24.6%

４．そう思わ

ない, 27.5%

５．わからな

い, 7.2%

(n=69)
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2-4.結婚しているか

「１．結婚している」とする割合が 70.3%

で最も高く,次いで「５．未婚」が 10.3%,「４．

死別」が 7.1%となっている。

↳2-4-a.結婚により戸籍上の姓（苗字）が変わったことがあるか

※2-4 で「１.結婚している」，「３.離別」，「４.死

別」と答えた方のみ

「２．ない」とする割合が 50.2%,「１．あ

る」が 49.8%となっている。

↳2-4-b.働く時に結婚前の旧姓を通称として使用したことがあるか

※2-4 で「１.結婚している」，「３.離別」，「４.死

別」と答え，2-4-a で「１.ある」と答えた方の

み

「４．結婚後，働くときに，旧姓を通称とし

て使用したことはない」とする割合が

72.0%で最も高く,次いで「１．結婚後に職業

についていない」が 14.5%,「２．現在旧姓

を通称として使用している」が 12.4%とな

っている。

１．結婚して

いる, 70.3%

２．結婚して

いない

（パートナー

と暮らしてい

る）, 5.5%

３．離別, 

6.8%

４．死別, 

7.1%

５．未婚, 

10.3%

(n=310)

１．ある, 

49.8%

２．ない, 

50.2%

(n=249)

１．結婚後

に職業につ

いていない, 

14.5% ２．現在旧

姓を通称と

して使用し

ている, 

12.4%

３．過去に

旧姓を通称

として使用し

た時期はあ

るが，現在

は使用して

いない, 1.1%

４．結婚後，

働くときに，

旧姓を通称

として使用し

たことはな

い, 72.0%

(n=186)
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2-5.子どもの有無

「１．いる」とする割合が 77.3%,「２．い

ない」が 22.7%となっている。

2-6.家族の人数（本人を含む）

「２．２人」とする割合が 44.8%で最も高

く,次いで「１．１人」が 20.2%,「３．３人」

が 17.7%となっている。

2-7.家庭類型

「２．１世代世帯（夫婦だけ）」とする割合が

40.2%で最も高く,次いで「３．２世代世帯

（親と子）」が 36.4%,「１．１人世帯」が

17.1%となっている。

１．いる, 

77.3%

２．いない, 

22.7%

(n=317)

１．１人, 

20.2%

２．２人, 

44.8%

３．３人, 

17.7%

４．４人, 

11.4%

５．５人, 4.1%

６．６人, 1.3% ７．７人以上, 

0.6%
(n=317)

１．１人世帯, 

17.1%

２．１世代世

帯（夫婦だ

け）, 40.2%

３．２世代世

帯（親と子）, 

36.4%

４．３世代世

帯（親と子と

孫）, 3.8%

５．その他

の世帯, 2.5%
(n=316)
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2-8.世帯に世話が必要な子供や介護が必要な人はいるか

「３．いない」とする割合が 76.3%で最も

高く,次いで「２．介護の必要な者がいる」が

9.0%,「１．子どもがいる」が 8.1%となっ

ている。

↳2-8-a.主に誰が世話をしているか

※2-８で「１.子どもがいる」，「２.介護の必要な者

がいる」と答えた方のみ

「１．あなたご自身」とする割合が 50.9%

で最も高く,次いで「２．配偶者又はパートナ

ー」が 25.5%,「３．その他」が 21.8%とな

っている。

↳2-8-b.世話の手伝いをしてくれる人はいるか

※2-８で「１.子どもがいる」，「２.介護の必要な者

がいる」と答えた方のみ

「２．ない」とする割合が 50.2%,「１．あ

る」が 49.8%となっている。

2-9.離職の経験

「３．転職又は起業のため離職したことがあ

る」及び「４．離職したことがない」とする

割合がともに 25.5%で最も高く,次いで「１．

結婚又は出産・育児のため離職したことがあ

る」が 24.3%となっている。

8.1%

9.0%

76.3%

0% 50% 100%

１．子どもがいる

２．介護の必要な者がいる

３．いない

(n=321)

50.9%

25.5%

21.8%

0% 50% 100%

１．あなたご自身

２．配偶者又はパートナー

３．その他

(n=55)

34.5%

27.3%

20.0%

3.6%

7.3%

21.8%

0% 50% 100%

１．あなたご自身

２．配偶者又はパートナー

３．あなたご自身の親・配偶

者又はパートナーの親

４．その他の同居者

５．手伝ってくれる人はいない

６．その他

(n=55)

24.3%

5.3%

25.5%

25.5%

18.1%

0% 50% 100%

１．結婚又は出産・育児のた

め離職したことがある

２．介護・看護のため離職し

たことがある

３．転職又は起業のため離職

したことがある

４．離職したことがない

５．その他

(n=321)
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（３）男女共同参画社会に関する意識について

3-1.男女の地位を平等だと思うか（分野別）

（３）学校教育の場では「３．平等」とする割合が最も高くなっているものの,その他の分野

においては女性よりも男性の方が優遇されていると考えられている。

3-2.男女の地位を平等だと思うか（社会全体）

男性が優遇されているとする割合が 77.8%,平等が 18.1%,女性が優遇されているが 4.1%

となっている。

１．男性の方が

非常に優遇

されている

11.1%

11.4%

1.7%

29.1%

9.5%

19.9%

9.3%

２．どちらかと

いえば男性の方

が優遇されている

48.5%

48.8%

24.7%

54.3%

41.6%

52.3%

39.5%

３．平等

37.5%

30.6%

69.8%

15.6%

41.2%

25.5%

44.5%

４．どちらかと

いえば女性の方

が優遇されている

2.0%

8.1%

3.5%

1.0%

7.1%

2.0%

6.6%

５．女性の方が

非常に優遇

されている

1.0%

1.0%

0.3%

0.0%

0.7%

0.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

（１）家庭生活 (n=307)

（２）職場 (n=297)

（３）学校教育の場 (n=288)

（４）政治の場 (n=302)

（５）法律や制度の上 (n=296)

（６）社会通念・慣習・

しきたりなど (n=302)

（７）振興会やＰＴＡなどの

地域活動の場 (n=301)

男性が優遇されている 女性が優遇されている

59.6%

60.2%

26.4%

83.4%

51.1%

72.2%

48.8%

3.0%

9.1%

3.8%

1.0%

7.8%

2.3%

6.6%

１．男性の方が

非常に優遇

されている

9.8%

２．どちらかと

いえば男性の方

が優遇されている

67.9%

３．平等

18.1%

４．どちらかと

いえば女性の方

が優遇されている

3.8%

５．女性の方が

非常に優遇

されている

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

社会全体 (n=315)

男性が優遇されている 女性が優遇されている

77.8%

4.1%
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3-3.今後女性が増えた方がよいと考える職業や役職

「２．国会議員，地方議会議員」とする割合が 45.5%で最も高く,次いで「１．閣僚（国務

大臣），都道府県・市(区)町村の首長」が 41.4%,「14．医師・歯科医師」が 35.2%となっ

ている。

3-4.肝付町は「男女共同参画」や「女性活躍の推進が進んでいると思うか

「３．普通・停滞している」及び「６．わからない」とする割合がともに 29.4%で最も高く,

次いで「４．あまり進んでいない」が 20.3%となっている。

3-5.見たり聞いたりしたことのある言葉

「８．配偶者などからの暴力（ＤＶ）」とする割合が 73.2%で最も高く,次いで「５．男女雇

用機会均等法」が 66.0%,「４．ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）」が 63.6%

となっている。

41.4%

45.5%

32.1%

25.5%

17.4%

34.3%

19.9%

25.2%

33.3%

16.2%

23.7%

17.8%

26.5%

35.2%

10.6%

1.6%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．閣僚（国務大臣），都道府県・市(区)町村の首長

２．国会議員，地方議会議員

３．国家公務員・地方公務員の管理職

４．裁判官，検察官，弁護士

５．大学教授・学長など

６．小中学校・高校の教頭・副校長・校長

７．国連などの国際機関の幹部職

８．企業の技術者・研究者

９．企業の管理職

10．上場企業の役員

11．起業家

12．新聞・放送の記者

13．振興会長，町内会長など

14．医師・歯科医師

15．特にない

16．その他

17．わからない

(n=321)

１．進んでいる

0.3%

２．まあ

進んでいる

12.7%

３．普通・停滞

している

29.4%

４．あまり

進んでいない

20.3%

５．進んでいない

7.9%

６．わからない

29.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(n=316)

進んでいる 進んでいない

13.0%
28.2%

54.8%

18.1%

18.4%

63.6%

66.0%

22.7%

29.6%

73.2%

2.2%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．男女共同参画社会

２．女子差別撤廃条約

３．ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

４．ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）

５．男女雇用機会均等法

６．女性活躍推進法

７．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

８．配偶者などからの暴力（ＤＶ）

９．見たり聞いたりしたものはない

10．わからない

(n=321)
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（４）家庭生活等に関する意識について

4-1. 「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方についてどう思うか

「３．どちらかといえば反対」とする割合が 37.9%で最も高く,次いで「２．どちらかとい

えば賛成」が 25.6%,「４．反対」が 19.4%となっている。

（※4-1 で「１．賛成」，「２．どちらかといえば賛成」と答えた方のみ）

↳4-1-a.それはなぜか

「５．家事・育児・介護と両立しながら，妻が働き続けることは大変だと思うから」とする

割合が 69.7%で最も高く,次いで「４．妻が家庭を守った方が，子供の成長などにとって良

いと思うから」が 52.8%,「３．夫が外で働いた方が，多くの収入を得られると思うから」

が 40.4%となっている。

１．賛成

3.2%

２．どちらかと

いえば賛成

25.6%

３．どちらかと

いえば反対

37.9%

４．反対

19.4%

５．わからない

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(n=309)

賛成 反対

28.8% 57.3%

16.9%

7.9%

40.4%

52.8%

69.7%

3.4%

3.4%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．日本の伝統的な家族の在り方だと思うから

２．自分の両親も役割分担をしていたから

３．夫が外で働いた方が，多くの収入を得られると思う

から

４．妻が家庭を守った方が，子供の成長などにとって良

いと思うから

５．家事・育児・介護と両立しながら，妻が働き続けるこ

とは大変だと思うから

６．その他

７．特にない

８．わからない

(n=89)
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（※4-1 で「３．どちらかといえば反対」，「４．反対」と答えた方のみ）

↳4-1-b.それはなぜか

「６．固定的な夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではないから」とする割合が

68.4%で最も高く,次いで「３．夫も妻も働いた方が，多くの収入が得られると思うから」が

59.9%,「１．男女平等に反すると思うから」が 48.0%となっている。

4-2.今後，男性が家事，子育て，介護，地域活動に積極的に参加していくためには

どのようなことが必要だと思うか

「３．夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」とする割合が 59.5%で最

も高く,次いで「１．男性が家事・育児などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなく

すこと」及び「６．男性による家事・育児などについて，職場における上司や周囲の理解を

進めること」がともに 53.9%となっている。

48.0%

10.7%

59.9%

31.1%

26.6%

68.4%

2.8%

0.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．男女平等に反すると思うから

２．自分の両親も外で働いていたから

３．夫も妻も働いた方が，多くの収入が得られると思うから

４．妻が働いて能力を発揮した方が，個人や社会にとって良い

と思うから

５．家事・育児・介護と両立しながら，妻が働き続けることは可

能だと思うから

６．固定的な夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではな

いから

７．その他

８．特にない

９．わからない

(n=177)

53.9%

22.1%

59.5%

39.3%

42.1%

53.9%

32.1%

17.4%

17.4%

2.2%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．男性が家事・育児などに参加することに対する男性自身の

抵抗感をなくすこと

２．男性が家事・育児などに参加することに対する女性の抵抗

感をなくすこと

３．夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

４．年配者やまわりの人が，夫婦の役割分担などについての

当事者の考え方を尊重すること

５．社会の中で，男性による家事・育児などについても，その評

価を高めること

６．男性による家事・育児などについて，職場における上司や

周囲の理解を進めること

７．労働時間短縮や休暇制度，テレワークなどのＩＣＴを利用し

た多様な働き方を普及することで，仕事以外の時間をより多く

持てるようにすること

８．男性の家事・育児などについて，啓発や情報提供，相談窓

口の設置，技能の研修を行うこと

９．男性が家事・育児などを行うための，仲間（ネットワーク）作

りをすすめること

10．その他

11．特に必要なことはない

(n=321)
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4-3. 「育児，介護などの家庭で担われている役割は社会的にも重要であるため，社

会全体で評価していこう」という考え方があるが，具体的にどのような形で評価

することが必要だと思うか

（１）育児及び（２）介護の分野においては「１．手当の支給や税制上の優遇などで経済的

に評価する」とする割合が最も高く,（３）育児・介護以外の家事では「３．この役割につい

て経済的・社会的に評価する必要はない」が最も高くなっている。

4-4.育児，介護などの家庭で担われている役割について，あなたと配偶者でどのよ

うに分担したいと思うか（あなたが育児，介護などをしている，していないに関わ

らず，保育所，訪問介護，家事代行など外部サービスの利用も含め，あなたの

気持ちに最も近いものを回答し，配偶者のいない方も，配偶者がいることを想定

して回答）

（１）育児及び（２）介護では,「４．外部サービスを利用しながら，それ以外は自分と配偶

者で半分ずつ分担」とする割合が最も高く,（３）育児・介護以外の家事では「１．自分と配

偶者で半分ずつ分担（外部サービスは利用しない）」が最も高くなっている。

１．手当の支給や

税制上の優遇などで

経済的に評価する

57.6%

66.9%

29.1%

２．表彰などで

社会的に評価

する

3.3%

4.3%

4.7%

３．この役割に

ついて経済的・

社会的に評価

する必要はない

18.9%

9.2%

30.8%

４．その他

5.6%

5.6%

13.4%

５．わからない

14.6%

14.1%

22.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

（１）育児 (n=302)

（２）介護 (n=305)

（３）育児・介護

以外の家事 (n=299)

１
．
自
分
と
配
偶
者
で

半
分
ず
つ
分
担

23.8%

9.6%

24.1%

２
．
自
分
の
方
が

配
偶
者
よ
り
多
く
分
担

12.6%

5.3%

13.9%

３
．
配
偶
者
の
方
が

自
分
よ
り
多
く
分
担

6.5%

3.3%

4.8%

４
．
自
分
と
配
偶
者
で

半
分
ず
つ
分
担

27.2%

49.2%

22.8%

５
．
自
分
の
方
が

配
偶
者
よ
り
多
く
分
担

9.9%

13.3%

8.2%

６
．
配
偶
者
の
方
が

自
分
よ
り
多
く
分
担

3.4%

5.3%

3.7%

７
．
そ
の
他

5.1%

3.7%

7.5%

８
．
わ
か
ら
な
い

11.6%

10.3%

15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

（１）育児 (n=294)

（２）介護 (n=301)

（３）育児・介護

以外の家事 (n=294)

外部サービスを利用しない 外部サービスを利用する

57.3% 40.5%

18.2% 67.8%

42.8% 34.7%
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4-5.生活の中での，「仕事」，「家庭生活」，地域活動・学習・趣味・付き合いなどの

「地域・個人の生活」の優先度

（１）希望及び（２）現実・現状ともに「４．「仕事」と「家庭生活」をともに優先」とする

割合が最も高くなっている。次いで（１）希望では「７．「仕事」と「家庭生活」と「地域・

個人の生活」をともに優先」となっているものの,（２）現実・現状では「１．「仕事」を優

先」が高くなっている。

（５）性の多様性などのことについて

5-1.LGBT 等の性的少数者に対する認知状況

「２．言葉は知っている」とする割合が 43.6%で最も高く,次いで「１．言葉と意味の両方

知っている」が 42.0%,「３．知らない」が 14.4%となっている。

5-2.現在の社会は，LGBT 等の性的少数者の方々にとって偏見や差別などの人権

侵害により生活しづらいと思うか

「２．どちらかといえばそう思う」とする割合が 56.3%で最も高く,次いで「１．そう思う」

が 28.8%,「３．そう思わない」が 14.9%となっている。
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（１）希望に近い

もの(n=298）

（２）現実・現状に

近いもの(n=297)

１．言葉と意味の両方知って

いる

42.0%

２．言葉は知っている

43.6%

３．知らない

14.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(n=312)

１．そう思う

28.8%

２．どちらかといえばそう思う

56.3%

３．そう思わない

14.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(n=302)
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5-3.LGBT等性的少数者が日常生活を営む上で直面している課題にはどんなものが

あると思うか

「１．学校・教育（いじめ，制服，トイレ，更衣室，プール，宿泊行事）」とする割合が 70.1%

で最も高く,次いで「２．職場（採用試験，いじめ，更衣室，トイレ，結婚休暇や介護休暇な

どの福利厚生）」が 57.0%,「３．地域（差別，偏見）」が 56.7%となっている。

5-4.LGBT 等の性的少数者に対する理解の促進や支援にはどのようなものが必要

だと思うか

「１．いじめや差別を禁止する法律の整備や制度の見直し」とする割合が 46.4%で最も高

く,次いで「５．児童・生徒などへの学校における教育の充実」が 44.5%,「９．トイレや更

衣室などの環境の整備」が 38.9%となっている。

70.1%

57.0%

56.7%

13.1%

20.6%

18.1%

47.7%

15.3%

4.0%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．学校・教育（いじめ，制服，トイレ，更衣室，プール，宿泊行事）

２．職場（採用試験，いじめ，更衣室，トイレ，結婚休暇や介護休

暇などの福利厚生）

３．地域（差別，偏見）

４．住宅（賃貸住宅の入居拒否）

５．医療（パートナーの手術の同意，安否情報の提供，看護）

６．民間サービス（家族割引や生命保険金の受領など家族と同等

のサービス）

７．恋愛・結婚（偏見，同性婚の法未整備）

８．死別（葬儀への出席や遺産の相続）

９．その他

10．直面している課題はない

(n=321)

46.4%

33.0%

34.9%

22.1%

44.5%

29.9%

38.6%

15.9%

38.9%

2.5%

14.3%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．いじめや差別を禁止する法律の整備や制度の見直し

２．パートナーシップ宣誓証明書の発行等，社会制度の見直し

３．専門相談窓口の充実

４．啓発や広報活動の推進

５．児童・生徒などへの学校における教育の充実

６．行政職員や教職員に対する研修の実施

７．職場における理解の促進

８．当事者同士が集まる居場所の創設

９．トイレや更衣室などの環境の整備

10．その他

11．わからない

12．必要だと思わない

(n=321)
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（６）旧姓使用の意識について

6-1.現在の婚姻状況に関わらす゛，仮に結婚して戸籍上の名字（姓）が変わったとし

た場合，働くときに旧姓を通称として使用したいと思うか

「２．旧姓を通称として使用したいと思わない」とする割合が 54.7%で最も高く,次いで「３．

わからない」が 27.2%,「１．旧姓を通称として使用したいと思う」が 18.1%となってい

る。

（※6-1 で「１．旧姓を通称として使用したいと思う」と答えた方のみ）

↳6-1-a.令和元年 11 月から，住民票やマイナンバーカードに希望者は旧姓を記載で

きるようになったが，旧姓を通称として使用する場合，どのようなものに旧姓が

使用できると良いと思うか

「３．銀行口座」とする割合が 64.3%で最も高く,次いで「２．運転免許証などの公的な身

分証」が 62.5%,「１．勤務先の社員証，社内資格」が 55.4%となっている。

１．旧姓を通称として使用し

たいと思う

18.1%

２．旧姓を通称として使用し

たいと思わない

54.7%

３．わからない

27.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(n=309)

55.4%

62.5%

64.3%

32.1%

41.1%

48.2%

5.4%

12.5%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．勤務先の社員証，社内資格

２．運転免許証などの公的な身分証

３．銀行口座

４．証券口座

５．保険契約

６．各種国家資格

７．その他

８．特にない

９．わからない

(n=56)
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（７）女性に対する暴力等に関する意識について

7-1.現在，国では「女性に対する暴力をなくす運動」に取り組み暴力への対策を進め

ることとしているが，最も必要だと考える対策はどれだと思うか

「１．配偶者や交際相手などからの暴力（ＤＶ）」とする割合が 28.2%で最も高く,次いで

「３．強姦，強制わいせつ，痴漢，盗撮などの性犯罪」が 20.6%,「４．児童買春や虐待，

児童ポルノなど，子供に対する性的な暴力」が 17.9%となっている。

7-2.政府が設置している女性に対する暴力や様々な悩みなどに関する相談窓口な

どについて知っているもの

「６．自殺対策相談窓口」とする割合が 34.6%で最も高く,次いで「４．ひきこもり地域支

援センター」が 26.2%,「７．こころの健康相談統一ダイヤル」が 25.9%となっている。
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凡例

(n=291)
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23.1%

11.2%

10.9%

26.2%

23.1%

34.6%

25.9%

8.1%

10.9%

10.6%

2.8%

9.3%

24.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ＤＶ相談ナビ

２．性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

３．性犯罪被害相談電話に係る全国共通電話番号＃8103

（ハートさん）

４．ひきこもり地域支援センター

５．女性の人権ホットライン

６．自殺対策相談窓口

７．こころの健康相談統一ダイヤル

８．ハラスメント悩み相談室

９．警察相談専用電話＃9110

10．男女共同参画センター・女性センター

11．その他

12．特にない

13．わからない

(n=321)
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7-3.女性に対する暴力や様々な悩みなどに関する相談窓口などで配慮してほしいと

思うこと

「８．匿名で相談ができる」とする割合が 51.4%で最も高く,次いで「５．24 時間相談がで

きる」が 48.3%,「９．弁護士など，法的知識のある相談員がいる」が 46.7%となってい

る。

23.7%

27.1%

38.9%

36.4%

48.3%

24.3%

39.3%

51.4%

46.7%

36.1%

1.2%

4.4%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．メールによる相談ができる

２．ＬＩＮＥなどのＳＮＳによる相談ができる

３．電話による相談ができる

４．通話料が無料

５．24時間相談ができる

６．相談内容に関連する，他の相談窓口との連携が行われる

７．同性の相談員がいる

８．匿名で相談ができる

９．弁護士など，法的知識のある相談員がいる

10．臨床心理士，公認心理士など，心理専門職の相談員がい

る

11．その他

12．特にない

13．わからない

(n=321)
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（８）男女共同参画社会に関する行政への要望について

8-1.あなた自身の生活や身の回りの環境から判断して，現在，男女共同参画社会

は達成できたと思うか

「３．あまり達成できていない」とする割合が 36.8%で最も高く,次いで「２．ある程度達

成できた」が 26.7%,「５．わからない」が 23.0%となっている。

8-2. 「男女共同参画社会」を実現するため，今後，行政はどのようなことに力を入れ

ていくべきだと思うか

「９．子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支援する」とする割合が 50.5%で

最も高く,次いで「10．子育てや介護などでいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する」

が 44.9%,「６．保育の施設・サービスや，高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する」

が 43.6%となっている。

１．かなり

達成できた
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２．ある程度

達成できた

26.7%

３．あまり達成

できていない

36.8%

４．ほとんど達成

できていない

11.3%

５．わからない

23.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(n=318)

達成できた 達成できていない

28.9% 48.1%

28.7%

32.1%

27.1%

19.9%

21.8%

43.6%

18.4%

29.9%

50.5%

44.9%

15.6%

24.3%

0.9%

2.8%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．法律や制度の面で見直しを行う

２．国・地方公共団体の審議会委員や管理職など，政策決定の場に女

性を積極的に登用する

３．民間企業・団体などの管理職に女性の登用が進むよう支援する

４．女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する

５．従来，女性が少なかった分野（研究者など）への女性の進出を支援

する

６．保育の施設・サービスや，高齢者や病人の施設や介護サービスを充

実する

７．男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実する

８．労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共に働き方の見直しを

進める

９．子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支援する

10．子育てや介護などでいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する

11．男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲする

12．女性に対する暴力を根絶するための取組を進める

13．その他

14．特にない

15．わからない

(n=321)
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（９）女性の活躍推進に関する意識について

9-1.一般的に女性が職業をもつことについてどう考えるか

「４．子どもができても，ずっと職業を続ける方がよい」とする割合が 51.4%で最も高く,

次いで「５．子どもができたら職業をやめ，大きくなったら再び職業をもつ方がよい」が

22.2%,「３．子どもができるまでは，職業をもつ方がよい」が 8.7%となっている。

（※9-1 で「１．女性は職業をもたない方がよい」，「２．結婚するまでは職業をもつ方がよい」，「３．子ど

もができるまでは，職業をもつ方がよい」と答えた方のみ）

↳9-1-a.それはなぜか

「２．子どもは母親が家で面倒を見た方がいいと思うから」とする割合が 47.8%で最も高

く,次いで「４．女性も経済力を持った方がいいと思うから」及び「６．仕事と家庭の両立支

援が十分ではないと思うから」がともに 30.4%となっている。
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19.6%

47.8%

10.9%

30.4%

23.9%

30.4%

17.4%

2.2%

2.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．女性は家庭を守るべきだと思うから

２．子どもは母親が家で面倒を見た方がいいと思うから

３．保育料などを払うより，母親が家で子どもの面倒を見た方が合理的

だと思うから

４．女性も経済力を持った方がいいと思うから

５．夫婦で働いた方が多くの収入を得られるから

６．仕事と家庭の両立支援が十分ではないと思うから

７．働き続けるのは大変そうだと思うから

８．その他

９．特にない

10．わからない

(n=46)
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（※9-1 で「４．子どもができても，ずっと職業を続ける方がよい」，「５．子どもができたら職業をやめ，

大きくなったら再び職業をもつ方がよい」と答えた方のみ）

↳9-1-b.それはなぜか

「７．女性が能力を活用しないのはもったいないと思うから」とする割合が 55.5%で最も

高く,次いで「５．女性も経済力を持った方がいいと思うから」が 52.8%,「６．夫婦で働い

た方が多くの収入を得られるから」が 44.1%となっている。

9-2.政治・経済・地域などの各分野で，女性の参加が進み，女性のリーダーが増え

るとどのような影響があると思うか

「５．男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる」とする割合が 67.6%で最も高く,次

いで「３．女性の声が反映されやすくなる」が 50.5%,「１．多様な視点が加わることによ

り，新たな価値や商品・サービスが創造される」が 49.2%となっている。

3.5%

40.2%

14.8%

1.3%

52.8%

44.1%

55.5%

21.8%

13.5%

0.9%

0.9%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．女性は家庭を守るべきだと思うから

２．働くことを通じて自己実現が図れると思うから

３．子どもは母親が家で面倒を見た方がいいと思うから

４．保育料などを払うより，母親が家で子どもの面倒を見た方が合

理的だと思うから

５．女性も経済力を持った方がいいと思うから

６．夫婦で働いた方が多くの収入を得られるから

７．女性が能力を活用しないのはもったいないと思うから

８．少子高齢化で働き手が減少しているので，女性も働いた方が

いいと思うから

９．仕事と家庭の両立支援が十分ではないと思うから

10．その他

11．特にない

12．わからない

(n=229)

49.2%

35.8%

50.5%

10.6%

67.6%

38.6%

24.6%

29.0%

2.2%

2.8%

10.0%

1.2%

4.7%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．多様な視点が加わることにより，新たな価値や商品・サービスが創造

される

２．人材・労働力の確保につながり，社会全体に活力を与えることができ

る

３．女性の声が反映されやすくなる

４．国際社会から好印象を得ることができる

５．男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる

６．男女問わず仕事と家庭の両方を優先しやすい社会になる

７．労働時間の短縮など働き方の見直しが進む

８．男性の家事・育児などへの参加が増える

９．今より仕事以外のことが優先され，業務に支障を来すことが多くなる

10．男性のポストが減り，男性が活躍しづらくなる

11．保育・介護などの公的サービスの必要性が増大し，家計負担及び

公的負担が増大する

12．その他

13．特にない

14．わからない

(n=321)
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9-3.政治・経済・地域などの各分野で女性のリーダーを増やすときに障害となるもの

は何だと思うか

「６．保育・介護・家事などにおける夫などの家族の支援が十分ではないこと」とする割合

が 41.4%で最も高く,次いで「３．上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リーダーを希

望しないこと」が 33.3%,「７．保育・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと」

が 27.7%となっている。

9-4.仕事を選ぶ際に，重視すること，またはしたいこと

「７．勤務時間・勤務場所の条件が良い」とする割合が 53.9%で最も高く,次いで「８．職

場の雰囲気が良い」が 53.3%,「３．仕事にやりがいがある」が 52.3%となっている。

19.9%

18.4%

33.3%

23.7%

18.1%

41.4%

27.7%

1.9%

7.2%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．現時点では，必要な知識や経験などを持つ女性が少ないこと

２．女性自身がリーダーになることを希望しないこと

３．上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リーダーを希望しないこと

４．長時間労働の改善が十分ではないこと

５．企業などにおいては，管理職になると広域異動が増えること

６．保育・介護・家事などにおける夫などの家族の支援が十分ではない

こと

７．保育・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと

８．その他

９．特にない

10．わからない

(n=321)

36.4%

43.3%

52.3%

15.3%

14.6%

40.5%

53.9%

53.3%

34.3%

0.9%

5.3%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門知識が生かせる

２．性格・能力が適している

３．仕事にやりがいがある

４．能力本位で実績が評価される

５．業種に将来性がある

６．給与の条件が良い

７．勤務時間・勤務場所の条件が良い

８．職場の雰囲気が良い

９．育児や介護への理解や制度が整っている

10．その他

11．特にない

12．わからない

(n=321)
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9-5.管理職以上に昇進することについてどのようなイメージを持っているか

「７．責任が重くなる」とする割合が 68.8%で最も高く,次いで「３．能力が認められた結

果である」が 42.7%,「１．やりがいのある仕事ができる」が 35.2%となっている。

9-6.女性が出産後も離職せずに同じ職場で働き続けるために，家庭・社会・職場に

おいて必要なこと

「１．保育所や学童クラブなど，子どもを預けられる環境の整備」とする割合が 77.3%で

最も高く,次いで「４．男性の家事参加への理解・意識改革」が 51.7%,「８．職場における

育児・介護との両立支援制度の充実」が 47.7%となっている。

35.2%

30.8%

42.7%

8.4%

17.8%

27.1%

68.8%

9.3%

24.9%

0.9%

3.4%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．やりがいのある仕事ができる

２．賃金が上がる

３．能力が認められた結果である

４．家族から評価される

５．自分自身で決められる事柄が多くなる

６．やるべき仕事が増える

７．責任が重くなる

８．やっかみが出て足を引っ張られる

９．仕事と家庭の両立が困難になる

10．その他

11．特にない

12．わからない

(n=321)

77.3%

34.0%

37.1%

51.7%

43.3%

24.6%

27.7%

47.7%

27.7%

21.5%

1.2%

3.1%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．保育所や学童クラブなど，子どもを預けられる環境の整備

２．介護支援サービスの充実

３．家事・育児支援サービスの充実

４．男性の家事参加への理解・意識改革

５．女性が働き続けることへの周囲の理解・意識改革

６．働き続けることへの女性自身の意識改革

７．男女双方の長時間労働の改善を含めた働き方改革

８．職場における育児・介護との両立支援制度の充実

９．短時間勤務制度や在宅勤務制度などの導入

10．育児や介護による仕事への制約を理由とした昇進などへの

不利益な取扱いの禁止

11．その他

12．特にない

13．わからない

(n=321)
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9-7.出産などでいったん離職した女性が再び社会で活動する仕方として良いと思う

もの

「１．これまでの知識・経験を生かして働けることを重視し，正社員として再就職する」と

する割合が 51.4%で最も高く,次いで「２．仕事と家事・育児・介護の両立しやすさなどを

重視し，正社員として再就職する」が 49.2%,「３．これまでの知識・経験を生かして働け

ることと，働く時間や場所の両方を重視して，パート・アルバイトなどで再就職する」が

38.9%となっている。

9-8.男性が家事・育児を行うことについてのイメージ

「１．男性も家事・育児を行うことは，当然である」とする割合が 60.7%で最も高く,次い

で「４．子どもにいい影響を与える」が 57.0%,「２．家事・育児を行う男性は，時間の使

い方が効率的で，仕事もできる」が 31.8%となっている。

51.4%

49.2%

38.9%

24.6%

18.4%

10.3%

8.1%

0.6%

0.9%

3.7%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．これまでの知識・経験を生かして働けることを重視し，正社員として

再就職する

２．仕事と家事・育児・介護の両立しやすさなどを重視し，正社員として

再就職する

３．これまでの知識・経験を生かして働けることと，働く時間や場所の両

方を重視して，パート・アルバイトなどで再就職する

４．働く時間や場所を最も重視して，パート・アルバイトなどで再就職する

５．家事・育児・介護の経験を生かした仕事により地域に貢献する（ヘル

パー，保育補助，家事代行など）

６．これまでの経験を生かしてボランティアやＮＰＯ活動で地域に貢献す

る（育児・介護ボランティア，ＰＴＡ，防災・治安パトロール，リサイクル活

動など）

７．これまでの経験を生かして起業又はＮＰＯの立ち上げを行う（小売店

経営，ＩＴ企業設立，ボランティア団体設立など）

８．家事以外で活動する必要はない

９．その他

10．特にない

11．わからない

(n=321)

60.7%

31.8%

24.6%

57.0%

18.7%

9.0%

5.0%

2.5%

0.9%

0.9%

3.1%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．男性も家事・育児を行うことは，当然である

２．家事・育児を行う男性は，時間の使い方が効率的で，仕事もできる

３．男性自身も充実感が得られる

４．子どもにいい影響を与える

５．仕事と両立させることは，現実として難しい

６．家事・育児は女性の方が向いている

７．妻が家事・育児をしていないと誤解される

８．周囲から冷たい目で見られる

９．男性は，家事・育児を行うべきではない

10．その他

11．特にない

12．わからない

(n=321)
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9-9.男性が仕事以外の生活も重視した働き方を選択することについて，受け入れら

れるもの

「１．育児・介護のための休暇を取得する」とする割合が 56.4%で最も高く,次いで「２．

リフレッシュのための休暇を取得する」及び「３．育児・介護のための短時間勤務制度を活

用する」がともに 39.6%となっている。

9-10.女性の活躍推進の取組に関する情報のうち，どの情報が必要になると思うか

「１．保育所や幼稚園に関する情報（場所，保育料など)」及び「３．介護・家事の支援サー

ビスに関する情報（内容，利用方法など）」とする割合がともに 47.7%で最も高く,次いで

「６．仕事と育児・介護との両立支援制度に関する情報（内容，利用方法など）」が 42.4%

となっている。

56.4%

39.6%

39.6%

29.6%

4.0%

3.1%

5.9%

2.5%

6.2%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．育児・介護のための休暇を取得する

２．リフレッシュのための休暇を取得する

３．育児・介護のための短時間勤務制度を活用する

４．仕事と育児・介護を両立するため，仕事の負担を軽減してもらう

５．仕事と育児・介護を両立するため，賃金が下がっても，転職する

６．育児・介護のためにいったん離職する

７．主夫として，家事・育児・介護を行う

８．その他

９．特にない

10．わからない

(n=321)

47.7%

39.3%

47.7%

26.2%

7.8%

42.4%

18.7%

14.0%

20.2%

1.2%

6.2%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．保育所や幼稚園に関する情報（場所，保育料など)

２．放課後児童クラブに関する情報（場所，利用料など）

３．介護・家事の支援サービスに関する情報（内容，利用方法など）

４．就職・再就職のための職業訓練に関する情報（利用方法，相談先な

ど）

５．起業・ＮＰＯ活動のための情報（支援内容，相談先など）

６．仕事と育児・介護との両立支援制度に関する情報（内容，利用方法

など）

７．出産・育児などを経ながら就業を継続している女性のモデル事例に

関する情報

８．積極的に家事・育児に参画する男性のモデル事例に関する情報

９．ワーク・ライフ・バランスの推進や，働き方の見直しの実践例に関す

る情報

10．その他

11．特にない

12．わからない

(n=321)
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（※9-10 で「１．」～「９．」，「10．その他」と答えた方のみ）

↳9-10.選んだ情報を入手する際，どの媒体を特に利用したいと思うか

「４．携帯電話，スマートフォン，タブレット（アプリ・ホームページなど）」とする割合が

48.3%で最も高く,次いで「２．テレビ，ラジオ」が 47.2%,「５．政府や地方自治体が発行

する広報誌」が 46.0%となっている。

45.7%

47.2%

28.3%

48.3%

46.0%

1.1%

0.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．新聞，雑誌

２．テレビ，ラジオ

３．パソコン（ホームページなど）

４．携帯電話，スマートフォン，タブレット（アプリ・ホームページなど）

５．政府や地方自治体が発行する広報誌

６．その他

７．特にない

８．わからない

(n=265)
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第４章 計画の基本的事項

１ 基本理念

性別にとらわれず個性を十分に発揮できる環境を整え，町民全てが創造しあう県下一

元気なまち“肝付町”を共に目指します。

２ 基本目標

本計画では，前回の計画に引き続き，次の５つの基本方針を基に，男女共同参画に関

する施策を推進します。

男女共同参画を進める意識づくり

家庭における男女共同参画の推進

地域における男女共同参画の推進

職場における男女共同参画の推進

男女の人権を尊重する社会づくり
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３ 施策の展開

 基本目標１ 男女共同参画を進める意識づくり 

町民一人ひとりが性別にとらわれることなく，互いの個性を尊重し，認め合い，男女

平等の意識をもつことは大切です。固定的な性別役割分担意識は男性，女性それぞれの

生き方を狭め，自分らしく生きることの困難な社会をつくり出すことにもつながりかね

ません。男女共同参画社会の実現のためには，男女が平等な立場で，あらゆる分野にお

いて個性と能力を十分に発揮することが重要で，私たちの身近にある慣習や制度の中の

固定的な性別役割分担意識や差別意識を解消し，すべての人が参画しやすい環境づくり

が必要です。

（１）わかりやすい広報・啓発活動の推進

男女共同参画に関する意識啓発を進めるため，関係法令の周知，広報誌・インタ

ーネット等様々な媒体を通じて情報提供を行うとともに，多様な機会をとらえて啓

発活動を行います。また，県及び各種団体との連携による啓発，男性・女性それぞ

れの立場での研修会等を開催・参加するなどし，あらゆる分野に誰もが参画するこ

とのできる基礎づくりとして，現状把握と情報の提供に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

1-1-1
わかりやすい広報・啓発の

実施

広報誌やホームページを利用した正確でわかりや

すい広報・啓発活動
企画調整課

1-1-2
多様な機会を活用した啓

発活動の充実強化

「男女共同参画週間（毎年 6 月 23 日から 29 日まで

の 1 週間）」「人権週間（毎年人権デーを最終日とす

る 12 月 4 日から 12 月 10 日までの 1 週間）」「男女

雇用機会均等月間（毎年 6 月）」での啓発活動

企画調整課

住民課

生涯学習課

町民生活課

1-1-3 法律・制度の周知
「男女共同参画社会基本法」「男女雇用機会均等

法」等関係法令のわかりやすい周知
企画調整課

1-1-4
各種団体との連携による

啓発の推進
国・県・企業などとの連携・協働による啓発 企画調整課

1-1-5 男性への啓発の推進 あらゆる機会を通しての各種講座での啓発
企画調整課

生涯学習課
男性の家庭や地域活動への積極的な参加を促す

啓発活動

1-1-6
女性の積極的な参画に向

けた啓発の推進

女性のあらゆる分野への積極的な参画を促し，意

識を高めるための啓発活動

企画調整課

生涯学習課

1-1-7 女性の参画状況の把握 女性の参画状況についての調査及びその情報提供
企画調整課

生涯学習課
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（２）男女共同参画を推進する教育・学習の充実

男女の人権が尊重され，一人ひとりの個性と能力を発揮し，社会のあらゆる分野

に参画していくためには，学校，家庭，地域における教育・学習が果たす役割は大

きいものがあります。また，高度情報化，高齢化の進展などを背景に様々な課題が

生まれ，幅広い分野においての学習ニーズも高まっています。

これらのことから学校教育の場はもとより家庭や地域社会においても，人権の尊

重，男女の平等，男女の相互理解と協力の重要性，家庭生活の大切さなどの教育・

学習の充実に努めるとともに，生涯を通じた多様な学習機会の提供に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

1-2-1

学校における男女平等等

の理念を推進する教育の

実践

「人権尊重」「男女平等」「男女の協力の重要性」「家

庭生活の大切さ」などについての指導の充実
教育総務課

学習指導要領に基づき男女の協力と家庭を築くこと

への重要性の認識の教育

1-2-2 教育関係者の研修の充実
男女共同参画の正確な理解と浸透を図るための研

修会の開催
教育総務課

（３）多様な価値を尊重する社会（ダイバーシティ社会）の実現

男女平等の実現や女性の地位向上のために採択された国際人権規範等を取り入れ，

多文化共生社会における男女共同参画の推進に向けた国際交流・協力を推進します。

新型コロナウイルス感染症の拡大は，社会的に弱い立場にある方に，より深刻な

影響をもたらしました。高齢や外国籍，ひとり親家庭，ヤングケアラー，引きこも

り，障がいがあることに加え，女性であることで複合的に困難な状況に置かれてい

る方や，性的少数者など生活上の困難を抱えやすい方が安心して暮らせるよう，生

活の支援や環境整備を行います。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

1-3-1
多様性を認め，多様性に富

んだ活力ある社会の実現

性別，年齢，国籍，障がいの有無，学歴，価値観，

社会的な属性など，一人ひとりが持つ様々な違いを

理解し，それぞれの能力を発揮し，活躍できるため

の取組を検討

企画調整課
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 基本目標２ 家庭における男女共同参画の推進 

家庭生活は一人ひとりが家族の一員として尊重される中で，相互の協力によって築く

ものであり，男女がともに仕事と家庭の調和を図りつつ両立し，育児や介護等について

もそれぞれの責任を果たすことが大切です。しかしながら，核家族化や共働き家庭が増

加している中で，育児や介護は主に女性が担っているのが現状です。そのため，家庭に

おける固定的な性別役割分担意識を解消しつつ，男女がともに育児や介護を分かち合う

ことができる環境整備を図るとともに，育児や介護に関するサービスの充実に努めます。

また，一人ひとりが家族の一員としての自覚を持ち，相互の協力のもとに責任を果た

すことができるよう家庭教育・学習の推進に努めます。

（１）子育て・介護支援策の充実

子育てや介護については，社会全体の取組として支援する必要があり，安心して

子どもを生み育てられるよう，仕事と両立できるよう，子育てや介護にかかる負担

を少しでも取り除く様々な支援がますます重要となっています。多様な需要に応じ

た情報の提供，保育・介護サービスの充実，子育て・介護に対する不安の解消を図

るための相談・支援体制の充実等に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

2-1-1
家庭における子育て・介護

に関する情報提供の充実
家庭における男女共同参画推進のための情報提供

企画調整課

福祉課

2-1-2
子育て・介護を支援する環

境づくり

子育て講演会・家庭教育学級等の開催

福祉課

新・放課後子ども総合プランの推進及び拡充

高齢者関係団体を活用した子育て支援

介護支援研修会等の開催

地域の各種団体と連携した介護支援

2-1-3
多様な保育サービス等の

充実

放課後児童クラブ，放課後子ども教室の設置

福祉課
低年齢児保育，延長保育，一時保育，夜間保育，

病後児保育などの多様な保育サービス

認定子ども園の推進

2-1-4
子育て・介護に関する相談

体制の充実

子育て・介護の不安解消及び相談，情報交換の場

の提供

福祉課

健康増進課

2-1-5 公共施設等の整備 公共施設でのベビーベッド，ベビーシートの設置

福祉課

健康増進課

総務課

誰もが利用できる「多目的トイレ」の設置

建設課

総務課

福祉課

2-1-6
誰もが使いやすい道路環

境整備の推進

妊婦・児童・高齢者等安心して通行できる歩道の有

効幅員の確保及び段差・勾配の解消
建設課

2-1-7
公園施設のユニバーサル

デザイン化の推進

緑地や子どもの遊び場の確保及びユニバーサルデ

ザイン化を推進
建設課



40

 基本目標３ 地域における男女共同参画の推進 

地域での活動に男女が平等に参画し，責任を担い，地域づくりを推進することは大切

ですが，男女の参画状況については未ださまざまな場面で偏りがみられ，女性のリーダ

ーはほとんどいない状況にあります。

今後は固定的な性別役割分担や差別意識にとらわれることなく，男女がともに地域活

動に参画できるよう，だれもが地域活動や町の施策，方針決定の場に参画しやすい環境

づくりに努め，女性の積極的な参画についても支援していくことが必要です。

（１）多様な学習機会の提供

県との連携により研修・講座を開催し，地域での男女共同参画推進に向けての情

報提供及び啓発活動を行います。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-1-1 研修・講座の実施 県主催の研修参加や専門家を活用した講座の実施 企画調整課

3-1-2 地域における参画の推進 地域活動に参加することの重要性の啓発・情報提供 企画調整課

（２）生涯を通じた健康支援

男性も女性も身体的特質を十分理解しあい，健康で生活していくことはすべてに

おいての根幹となるものです。よって，健康保持のための相談・指導，疾病予防の

ための健診を実施するとともに，健康づくり，体力保持増進のためのスポーツ活動

の推進にも努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-2-1
健康保持のための相談・

指導の充実

女性特有の健康問題等身体的問題や心の悩みも

相談できる体制づくり
健康増進課

3-2-2
成人期・高齢期の健康づく

りの推進

健康診査・保健指導の充実 健康増進課

健康的な食生活習慣の確立や適切な運動習慣の

普及
健康増進課

3-2-3 がんの予防対策の実施 乳がん・子宮がんの検診実施と受診率の向上 健康増進課

3-2-4
生涯にわたるスポーツ活

動の推進

健康・体力保持増進のためのスポーツやレクリエー

ションの推進
生涯学習課

（３）妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実

女性は妊娠や出産に伴う健康上の問題等，男性と異なる健康上の問題に直面する

ことに，男性・女性とも理解し，その不安を少しでも取り除くため相談・指導体制

の充実を図ります。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-3-1
妊娠中及び出産後の子育

てへの支援

妊娠・出産・子育てに関わる悩み相談，指導・助言 健康増進課

妊産婦や乳幼児の健康診査や健康指導 健康増進課

不妊相談体制や助成制度の充実 健康増進課
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（４）適切な性教育の充実

男女が互いの性について正しい知識を持ち，健康の重要性を認識できるよう発達

段階に応じた性教育の充実に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-4-1
学 校 に お け る 性 教 育 の  

実施

健康の重要性について正しい知識を持つための発

達段階に応じた適正な性教育
教育総務課

（５）健康をおびやかす問題についての対策の推進

性感染症，薬物等は健康を脅かす重大な問題であることから，男女ともに正しい

知識の普及と防止対策の強化を図ります。また，飲酒・喫煙が妊婦及び乳幼児に与

える影響を考え，喫煙・分煙対策を推進します。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-5-1
HIV・エイズ，性感染症対策

の推進
HIV・エイズ，性感染症の正しい知識の普及 健康増進課

3-5-2 薬物乱用防止対策の推進
薬物が健康に与える影響についての正しい知識の

普及と防止対策の強化
健康増進課

3-5-3 飲酒・喫煙対策の推進

飲酒・喫煙の影響の知識普及 健康増進課

受動喫煙防止のための職場，公共の場などの喫

煙・分煙対策

健康増進課

総務課

（６）高齢者や障がい者の自立につながる環境づくり

超高齢社会を豊かで活力ある社会としていくためには，高齢期の男女の自立し誇

りを持った社会参画が促進され，高齢者が要介護状態になることを防止する予防的

措置が重要です。

また障がい者については，社会参加や雇用機会の確保において，未だに厳しい状

況にあり，障がい者が地域において障がいを持たない人と同じように生活し，あら

ゆる分野で社会参加できるような体制の充実を図る必要があります。

このため，高齢期の男女や障がいのある男女の社会参画の機会の拡大や高齢者を

社会全体で支えていく考え方に立った介護体制の整備を図ると共に，高齢者の自立

や安全・安心を確保し，合わせて年齢や障がいの有無に関わらず，男女がいきいき

と安心して暮らせる社会の実現に取り組みます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-6-1 保健福祉の推進

健康増進及び介護予防等の予防重視型施策
福祉課

健康増進課

状態の維持・改善と重度化を防止するリハビリを中

心とした介護サービスの普及
福祉課

3-6-2 就労への援助
知識や能力活用のため就業機会を確保するための

シルバー人材センターの活動支援
福祉課

3-6-3 居宅サービス等の充実
訪問介護員の資質向上のための研修会等の開催 福祉課

介護予防事業の充実 福祉課

3-6-4 社会参加活動の促進
高齢者の様々なニーズに応じた社会参画の機会の

提供
生涯学習課



42

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-6-5 配慮のあるまちづくりの推進
高齢者や障がい者の特性に配慮したユニバーサル

デザインのまちづくりを推進
福祉課

3-6-6
共生社会を目指した障がい

理解教育の推進

障がい理解教育の深化・拡充を目指し，学校教育を

はじめ保護者，地域への啓発活動等を行う

企画調整課

福祉課

教育総務課

（７）まちづくり，観光における男女共同参画の促進

まちづくり，観光などの地域づくりへの男女の参画を促進するため，活動グルー

プや人材の育成支援を推進します。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-7-1
地域づくり活動への参画推

進

まちづくり，観光などの地域づくり活動グループや人

材育成支援

企画調整課

産業創出課

（８）環境保全活動への男女共同参画の促進

多くの町民が環境について知り，学び，考え，自発的な環境保全の取組の実践に

つながるよう，様々な広報媒体を活用し，情報提供を行います。環境保全の意識の

高揚を図るとともに地域環境保全活動への参画促進を図ります。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-8-1
環境保全活動を推進する

ための広報・啓発の実施

町民の環境問題についての理解のための情報提

供（広報誌・ホームページ）
住民課

（９）芸術文化活動への男女共同参画の促進

文化活動への男女の参画を一層促進するための啓発を行うとともに，身近な場で

芸術文化に触れる環境づくりに努め，芸術文化活動への男女の参画促進を図ります。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-9-1
芸術文化活動への参画  

促進

身近な場での芸術文化に触れる環境づくりによる参

画促進
生涯学習課

（10）防災における男女共同参画の促進

被災時には，被災した立場でも，現場で活動する立場でもその両方で，男性女性

それぞれの働きが重要となるため，男女共同参画の視点に立った防災対策や防災現

場への女性の進出促進に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-10-1
男女共同参画の視点に立

った防災対策の展開

男女共同参画の視点に立った防災計画の策定，施

策の推進
総務課
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（11）農林水産業及び商工業等自営業における女性の自立支援

農林水産業や商工業等の自営業に従事する女性は，経営の実質的な担い手として

重要な役割を果たすとともに，食に対する安全や消費者の信頼の確保という視点か

らも大きな役割が期待されています。

しかしながら，地域に残る性別による固定的な役割意識や慣習などから，経営や

地域などの方針決定過程への女性の参画は少なく，女性の果たす役割が適正に評価

されていないのが現状です。

よって，女性自身の参画意識や能力の向上及び地域の意識改革を図りながら，組

合や各種協議会等の委員・役員として，施策・方針決定過程への参画を働きかけて

いきます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-11-1
女性の役割に対する適正

評価

自営業に従事する女性の役割の適正評価に向けた

経営方針過程への参画促進啓発

農業振興課

畜産課

林務水産課

産業創出課

3-11-2
施策・方針決定過程への

参画促進・啓発

関係団体（農協・漁協・商工会・森林組合等）との連

携による役員等政策・方針決定過程への参画促進

を図るため啓発等を実施

農業振興課

林務水産課

畜産課

企画調整課

産業創出課

農業委員の女性の参画促進 農業委員会

3-11-3 女性の経済的地位の向上

家族経営協定等の普及・経営の法人化を推進
農業振興課

畜産課

女性認定農業者の拡大
農業振興課

畜産課

（12）地域間交流における男女共同参画の促進

都市と農山漁村の交流についてはその気運が高まっており，食育の面からも生産

者と消費者の交流，商工・観光業等とのネットワーク化などへの女性の参画を促進

します。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-12-1 地域間交流の促進
地域の食文化伝承

農業振興課

生涯学習課

健康増進課

商工業・観光業との連携 産業創出課
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（13）職業能力開発と多様な働き方支援

働きたい人が性別にかかわりなくその能力を発揮できる社会づくりは，多様な人

材の活躍を促し，社会経済の活力の源となります。したがって，男女労働者間に生

じている格差の解消を図り，職業意識を高めるとともに，職業能力の向上の支援に

努めます。また，育児等のために退職した女性が再就職を希望したり，起業に取り

組んだりする例も増えているため，経験や適正に応じた再チャレンジを支援する施

策の充実を図ります。

このほか，パートタイム労働や派遣労働，在宅就業など働き方の多様化が進むな

かで，職務や能力に応じた適正な処遇・労働条件の確保をはじめ，多様な働き方を

可能とする就業環境の整備促進の啓発に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-13-1 職業意識の育成

学校教育の中での職場体験等による職業意識の育

成
教育総務課

就職希望者に対するハローワークと連携による情

報提供
企画調整課

3-13-2
多様な働き方を可能とする

就業環境の整備

短時間労働者のための雇用に関する法令・指針の

周知・啓発
企画調整課

起業に関する情報提供 産業創出課

（14）女性の活躍の促進

女性自らが意欲を高め能力が発揮できるよう人材育成に取り組むとともに，あら

ゆる分野における男女共同参画の拡大を目指します。また，職場における男女の均

等な機会と待遇を確保し，女性が性別による差別や妊娠・出産による不利益を受け

ることなく，その能力と意欲を生かせる環境づくりを進めます。

さらに，女性が様々な分野に参画し，能力を発揮していきいきと暮らし，働くこ

とができるよう，女性の経済的自立の促進も目指します。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

3-14-1
各種審議会等への女性登

用率の向上

各種審議会等委員の女性登用率の向上を進めま

す。
各関係課

3-14-2 女性職員の登用拡大

男女職員が対等な構成員であることを基本に，女性

の職務能力がより発揮しやすい環境を整備しなが

ら，管理監督者への登用を推進するとともに，性別

にとらわれない職場配置を行うよう取組を進めま

す。

総務課
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 基本目標４ 職場における男女共同参画の推進 

男女がともに働き，その能力を社会的に発揮することができるよう保障することは社

会の責務であり，「男女雇用機会均等法」等の各種法制度が整備されてきてはいますが，

現実はなお厳しい状況がみられます。

職場における男女共同参画の実現に向けて，一人ひとりの働く意思を尊重し，その能

力を十分に発揮できる就労機会の確保や男女がともに働きやすい職場づくりをするた

めに，就労に関する情報提供の充実を図り，企業や事業所等への啓発に努めます。

（１）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

男女がその個性と能力を発揮し，経済的，社会的利益を受け，共に責任を担う社

会を築いていくため，女性の方針決定過程の場への参画を進めることは極めて重要

ですが，行政や企業など様々な社会的組織において，政策・方針決定過程の場にい

る女性の数は未だ少なく，女性の意思を十分に反映できる状況にあるとはいえませ

ん。

このような男女間の格差を改善するために必要な範囲において，その機会を積極

的に提供するポジティブ・アクション（積極的改善措置）の取組を進めていくこと

が必要であり，今後とも状況を定期的に把握し，行政がさらに積極的な登用の促進

を図るとともに，企業等への働きかけを強めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

4-1-1
町が設置する審議会等の

委員への女性参画促進

具体的な登用目標の設置 各関係課

審議会等設置時における公募委員の募集 各関係課

推薦委員会等関係団体への協力依頼 各関係課

4-1-2
女性の人材に関するデー

ターベースの充実
各分野で活躍する女性の情報収集及び情報提供 企画調整課

4-1-3
女性の積極的な参画に向

けた啓発の推進
女性自らの意識を高めるための啓発 企画調整課

4-1-4 町における女性の登用推進
管理職としての能力を有する女性職員の積極的な

登用
総務課

4-1-5
町における仕事と家庭の

両立支援の推進

適正な人員配置による超過勤務の縮減 総務課

育児休業・介護休暇等の情報提供及び取得促進 総務課

4-1-6 町職員に対する研修の実施 町職員への男女共同参画に対する研修会の開催
総務課

企画調整課

4-1-7
企業や各種団体等におけ

る女性の参画促進
企業・各種団体に対する女性の登用の啓発 企画調整課
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（２）企業における女性の能力発揮のための推進

実質的な男女の均等確保を実現し，女性の能力が十分に発揮できるようにするた

め，事実上生じている男女間の格差を解消するための取組として，企業のポジティ

ブ・アクション（積極的改善措置）の啓発促進に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

4-2-1
企業におけるポジティブ・ア

クションの推進

地元企業への「ポジティブ・アクション」導入の啓発 企画調整課

実践事例の紹介 企画調整課

（３）セクシュアル・ハラスメントの防止対策の推進

職場におけるセクシュアル・ハラスメントは，個人の人権を踏みにじる行為であ

るばかりではなく，男女労働者の能力発揮の妨げにつながっており，防止対策の徹

底を企業へ強く働きかけます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

4-3-1
セクシュアル・ハラスメント

の防止対策の推進

「男女雇用機会均等法」及び同法に基づく指針の周

知
企画調整課

役場内のセクシュアル・ハラスメント個別事案に対

する相談受付
総務課

（４）男女の均等な雇用環境の整備

女性の職場進出が進んでいますが，採用や賃金，昇進などにおける男女労働者間

の格差は依然として大きいものがあり，男女雇用機会均等法に基づく，さらなる男

女の均等な機会と待遇の確保，その他法令の周知啓発に努めます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

4-4-1
男女雇用機会均等のさら

なる推進

企業への「男女雇用機会均等法」等関係法令・制度

の周知啓発
企画調整課

4-4-2 労働相談機関の周知
労働の場における差別の解消や就業条件整備に

向けての相談機関の周知
企画調整課

4-4-3
妊娠・出産等を理由とする

不利益取り扱いの周知
不利益取り扱い撤廃に向けての関係法令等の周知 企画調整課
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（５）仕事と家庭の両立支援

仕事を持つ女性が増え，働きながら安心して子どもを生み育てることができるよ

うな職場環境づくりは大変重要となっています。妊娠中及び出産後の健康保持へ一

層配慮し，男性・女性それぞれの働き方の見直しを推進し，企業および労働者に対

し情報提供を行い，労働に関する制度の周知を行います。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

4-5-1
仕事と家庭の両立に関す

る意識啓発の推進
仕事と子育ての両立支援に取り組む企業の表彰 企画調整課

4-5-2
育児・介護休暇の取得と子

育てしやすい環境の整備

企業への「介護休暇制度」「育児休暇制度」の周知

啓発
企画調整課

育児のための勤務時間短縮，時間外労働の制限措

置等の普及啓発
企画調整課

4-5-3
育児・介護を行う労働者の

継続就労支援

育児・介護を行う労働者に対する相談受付及び情

報提供

健康増進課

福祉課

企画調整課

4-5-4 働き方の見直しの推進

男性の育児休業取得の推進

総務課

企画調整課

健康増進課

時間外労働の短縮，短時間勤務制度等の普及啓

発及び勤務時間の柔軟な対応の推進
企画調整課

（６）働き方改革等の推進

男性中心型となっている働き方を変革し，男女が仕事や家庭，地域生活，個人の

自己啓発など，さまざまな活動を自ら選択しバランスよく実現できる就業環境づく

りを目指し，育児・介護について様々な家族や家庭のあり方に応じた支援策に取り

組み，男女のバランスの良い参画や社会支援の拡大を目指します。

男女共同参画社会の実現には，男性により強く残る固定的性別役割分担意識を解

消し，家庭生活や地域活動へ積極的に参画することが必要であり，そのための普及

啓発と支援にも取り組みます。

また，新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，テレワークをはじめとする場所

の制約を受けない柔軟な働き方は，暮らし方に新たな可能性がもたらされる一方で，

仕事と生活の境界があいまいになることにより，働きすぎてしまうおそれや職種や

業種等によっては困難な場合もあるとの指摘もあり，留意していく必要があります。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

4-6-1
両立のための職場理解と

制度の普及促進

男女が家庭責任を担い，仕事と両立することへの職

場理解を広め，育児や介護のための制度の周知及

び取得促進を図ります。

企画調整課

4-6-2
ワーク・ライフ・バランスに

ついての啓発

広報等を活用し，ワーク・ライフ・バランスについて

の啓発を行います。
企画調整課

4-6-3 事業所への情報提供・啓発
事業者に対してワーク・ライフ・バランスについての

啓発を行います
企画調整課
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基本目標５ 男女の人権を尊重する社会づくり 

人権はすべての人が生まれながらにして持ち，人間らしく生きていくために必要な権

利であり，誰からも侵害されることがあってはなりません。よって人権尊重は，私たち

の社会生活の基礎をなすものであり，一人ひとりの個性と能力が十分に発揮できる社会

をつくるためには，基本的な条件となります。このようなことから人権尊重意識の高揚

に努めます。

新型コロナウイルス感染症の影響により，加害者・被害者共に生活不安やストレス等

を抱えることに加え，加害者が家にいる時間が増えたために，被害に遭っても通報や避

難ができないおそれもあり，被害の増加や深刻化が懸念されています。

（１）あらゆる暴力を防ぐ環境づくりの推進

暴力は誰に対しても許されるものではなく，男女共同参画社会を形成していくう

えでも克服すべき重要な課題となっています。また，インターネットなど情報化の

急激な進展に伴い，性の商品化や暴力的な表現での人権侵害など，新たな課題も生

じています。加えて，性犯罪，セクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為など

は恐怖と不安を与えると同時に重大な人権侵害です。このことが潜在化したり，個

人的な問題とされたりする傾向にあります。関係機関の連携を強化し，暴力の未然

防止，早期発見・早期対応に努め，暴力は絶対に許さないという認識が広く社会に

徹底されるよう，配偶者暴力防止法やストーカー行為等の規制等に関する法律など，

暴力に関する法の周知や啓発を推進し，その根絶に努めていきます。

事業 CD 施策の方向 具体的な取組 担当課

5-1-1

高齢者・障がい者・児童虐

待及び家庭内における暴

力の未然防止の推進，早

期発見・早期対応

福祉・保健・教育・警察など関係機関からなるネット

ワークの整備・推進

福祉課

教育総務課

健康増進課

総務課

振興会長，民生委員・児童委員等への研修
福祉課

総務課

乳幼児相談・健診，家庭訪問等での相談，予防及

び早期発見
健康増進課

5-1-2
被虐待者の迅速かつ適切

な保護

関係機関との連携による被虐待者の迅速かつ適切

な保護

福祉課

住民課

5-1-3 法令及び相談窓口の周知
配偶者暴力防止法等関係法令及び相談窓口（家庭

児童相談員，母子自立支援員）の周知
福祉課

5-1-4 意識啓発の推進
性犯罪・配偶者や配偶者以外からの暴力（デートＤ

Ｖなど）の予防と根絶に向けての意識啓発
福祉課

5-1-5 有害環境の浄化対策の推進
有害図書等の立ち入り調査の徹底及びインターネ

ットフィルタリングの推進

生涯学習課

企画調整課

5-1-6
女性を犯罪被害から守る

対策の推進

防犯パトロールの充実（犯罪の起きやすそうな場所

の発見等）
総務課

付きまといや暴力被害を受けている人に対する適

切な相談機関の紹介
福祉課

5-1-7 相談体制の充実

被害者に限らず，夫婦や家庭の悩みへの相談者の

設置，多様な相談に対応するための関係者の研修

会の開催

福祉課
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資料編

１ 肝付町男女共同参画推進協議会

（１）肝付町男女共同参画推進協議会設置要綱

肝付町男女共同参画推進協議会設置要綱

（設置）

第 1 条 男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）基本理念にのっとり，本町

における男女共同参画社会の形成の推進にあたり，町民各界各層からの幅広い意見

を求め，町の行政に反映させるため，肝付町男女共同参画推進協議会(以下「協議

会」という。) を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は，男女共同参画社会づくりに関する諸問題について調査研究し，必要

に応じて提言等を行うものとする。

（組織）

第３条 協議会は，委員１０名以内をもって組織し，次の各号に掲げる者の中から町長が

委嘱する。

（１）学識経験を有する者

（２）関係団体を代表する者

（３）その他町長が特に必要と認める者

（任期）

第３条 委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。

２ 補欠により就任した委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（役員）

第 5条 協議会に，次の役員を置く。

(１) 会長 1人

(２) 副会長 1人

２ 役員は，委員の互選により選出する。
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３ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。

（会議）

第６条 会議は，会長が招集し，その議長となる。

（事務局）

第７条 協議会の事務局は，企画調整課内に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が会議

に諮って定める。

附 則

この告示は，平成２３年１０月１２日から施行する。

（２）肝付町男女共同参画推進協議会委員名簿

任期（令和 3 年 12 月 17 日～令和 5 年 3 月 31 日）

番号 所属・職名 氏名

1 肝付町振興会長連絡協議会代表 茶 圓 亮 一 ◎

2 肝付町地域女性団体連絡協議会会長 切 通 芳 江 ○

3 肝付町議会代表 富 永 洋 一

4 肝付町 PTA連絡協議会会長 宮 ヶ 原 修 作

5 肝付町民生委員・児童委員協議会会長 松 元 一 昭

6 肝付町教育委員会代表 福 迫 美 惠 子

7 肝付町人権擁護委員 白 坂 久 美 子

8 肝付町人権擁護委員 加 藤 夕

9 鹿児島県男女共同参画地域推進員 有 島 恵 子

10 鹿児島県男女共同参画地域推進員 田 中 晴 美

◎･･･会長  ○･･･副会長
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２ 男女共同参画に関係する法律・条例

（１）日本国憲法（抜粋）

日本国憲法

昭和２１年１１月３日 公布

昭和２２年５月３日 施行

（日本国憲法より一部抜粋）

（基本的人権の享有）

第十一条 国民は，すべての基本的人権の享有

を妨げられない。この憲法が国民に保障する基

本的人権は，侵すことのできない永久の権利と

して，現在及び将来の国民に与へられる。

（個人の尊重と公共の福祉）

第十三条 すべて国民は，個人として尊重される。

生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利

については，公共の福祉に反しない限り，立法

その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。

（法の下の平等）

第十四条 すべて国民は，法の下に平等であつて，

人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，

政治的，経済的又は社会的関係において，差

別されない。

２，３項略

（家族関係における個人の尊厳と両性の平等）

第二十四条 婚姻は，両性の合意のみに基いて

成立し，夫婦が同等の権利を有することを基本

として，相互の協力により，維持されなければな

らない。

２ 配偶者の選択，財産権，相続，住居の選定，離

婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項

に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質

的平等に立脚して，制定されなければならない。
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（２）男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法

平成１１年６月２３日法律第７８号

最終改正：平成１１年１２月２２日法律第１６０号

平成１３年１月６日 施行

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ，男女平等の実現に向

けた様々な取組が，国際社会における取組とも連

動しつつ，着実に進められてきたが，なお一層の

努力が必要とされている。

一方，少子高齢化の進展，国内経済活動の成

熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対

応していく上で，男女が，互いにその人権を尊重

しつつ責任も分かち合い，性別にかかわりなく，そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女

共同参画社会の実現は，緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ，男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け，社会のあらゆる分野におい

て，男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の推進を図っていくことが重要である。

ここに，男女共同参画社会の形成についての

基本理念を明らかにしてその方向を示し，将来に

向かって国，地方公共団体及び国民の男女共同

参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画

的に推進するため，この法律を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は，男女の人権が尊重され，か

つ，社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することの緊要性にかんが

み，男女共同参画社会の形成に関し，基本理

念を定め，並びに国，地方公共団体及び国民

の責務を明らかにするとともに，男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより，男女共同参画社会の

形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。

（定義）

第二条 この法律において，次の各号に掲げる用

語の意義は，当該各号に定めるところによる。

一 男女共同参画社会の形成 男女が，社会の対

等な構成員として，自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され，もって男女が均等に政治的，経済的，

社会的及び文化的利益を享受することができ，

かつ，共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて，男女のいずれか一方に対し，当該機会

を積極的に提供することをいう。

（男女の人権の尊重）

第三条 男女共同参画社会の形成は，男女の個

人としての尊厳が重んぜられること，男女が性

別による差別的取扱いを受けないこと，男女が

個人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨とし

て，行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては，

社会における制度又は慣行が，性別による固

定的な役割分担等を反映して，男女の社会に

おける活動の選択に対して中立でない影響を

及ぼすことにより，男女共同参画社会の形成を

阻害する要因となるおそれがあることにかんが

み，社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）

第五条 男女共同参画社会の形成は，男女が，

社会の対等な構成員として，国若しくは地方公

共団体における政策又は民間の団体における

方針の立案及び決定に共同して参画する機会

が確保されることを旨として，行われなければな

らない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）

第六条 男女共同参画社会の形成は，家族を構

成する男女が，相互の協力と社会の支援の下

に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割

を円滑に果たし，かつ，当該活動以外の活動を

行うことができるようにすることを旨として，行わ

れなければならない。

（国際的協調）

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際
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社会における取組と密接な関係を有しているこ

とにかんがみ，男女共同参画社会の形成は，国

際的協調の下に行われなければならない。

（国の責務）

第八条 国は，第三条から前条までに定める男女

共同参画社会の形成についての基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり，男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策（積極的改

善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し，

及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第九条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，

男女共同参画社会の形成の促進に関し，国の

施策に準じた施策及びその他のその地方公共

団体の区域の特性に応じた施策を策定し，及

び実施する責務を有する。

（国民の責務）

第十条 国民は，職域，学校，地域，家庭その他

の社会のあらゆる分野において，基本理念にの

っとり，男女共同参画社会の形成に寄与するよ

うに努めなければならない。

（法制上の措置等）

第十一条 政府は，男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ

ればならない。

（年次報告等）

第十二条 政府は，毎年，国会に，男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の報告を提出しなければならない。

2 政府は，毎年，前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようとする

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を明らかにした文書を作成し，これを国会に提

出しなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的施策

（男女共同参画基本計画）

第十三条 政府は，男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため，男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基

本計画」という。）を定めなければならない。

2 男女共同参画基本計画は，次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか，男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は，男女共同参画会議の意見を

聴いて，男女共同参画基本計画の案を作成し，

閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決

定があったときは，遅滞なく，男女共同参画基

本計画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は，男女共同参画基本計画の変

更について準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）

第十四条 都道府県は，男女共同参画基本計画

を勘案して，当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「都道府県男女共

同参画計画」という。）を定めなければならない。

2 都道府県男女共同参画計画は，次に掲げる事

項について定めるものとする。

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的

に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか，都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項

3 市町村は，男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して，当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を

定めるように努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は，都道府県男女共同

参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め，又は変更したときは，遅滞なく，これを公表

しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第十五条 国及び地方公共団体は，男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し，及び実施するに当たっては，男女

共同参画社会の形成に配慮しなければならな

い。

（国民の理解を深めるための措置）

第十六条 国及び地方公共団体は，広報活動等

を通じて，基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。

（苦情の処理等）

第十七条 国は，政府が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる

施策についての苦情の処理のために必要な措
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置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければならな

い。

（調査研究）

第十八条 国は，社会における制度又は慣行が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関

する調査研究その他の男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の策定に必要な調査研

究を推進するように努めるものとする。

（国際的協調のための措置）

第十九条 国は，男女共同参画社会の形成を国

際的協調の下に促進するため，外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参画

社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑

な推進を図るために必要な措置を講ずるように

努めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第二十条 国は，地方公共団体が実施する男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が男女共同参画社会の形成の促

進に関して行う活動を支援するため，情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。

第三章 男女共同参画会議

（設置）

第二十一条 内閣府に，男女共同参画会議（以

下「会議」という。）を置く。

（所掌事務）

第二十二条 会議は，次に掲げる事務をつかさど

る。

一 男女共同参画基本計画に関し，第十三条第

三項に規定する事項を処理すること。

二 前号に掲げるもののほか，内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ，男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な方針，基本的

な政策及び重要事項を調査審議すること。

三 前二号に規定する事項に関し，調査審議し，

必要があると認めるときは，内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し，意見を述べること。

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し，及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及

ぼす影響を調査し，必要があると認めるときは，

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し，意見を

述べること。

（組織）

第二十三条 会議は，議長及び議員二十四人以

内をもって組織する。

（議長）

第二十四条 議長は，内閣官房長官をもって充て

る。

2 議長は，会務を総理する。

（議員）

第二十五条 議員は，次に掲げる者をもって充て

る。

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから，内

閣総理大臣が指定する者

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見

を有する者のうちから，内閣総理大臣が任命す

る者

2 前項第二号の議員の数は，同項に規定する議

員の総数の十分の五未満であってはならない。

3 第一項第二号の議員のうち，男女のいずれか

一方の議員の数は，同号に規定する議員の総

数の十分の四未満であってはならない。

4 第一項第二号の議員は，非常勤とする。

（議員の任期）

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は，

二年とする。ただし，補欠の議員の任期は，前

任者の残任期間とする。

2 前条第一項第二号の議員は，再任されることが

できる。

（資料提出の要求等）

第二十七条 会議は，その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは，関係行政機関

の長に対し，監視又は調査に必要な資料その

他の資料の提出，意見の開陳，説明その他必

要な協力を求めることができる。

2 会議は，その所掌事務を遂行するために特に

必要があると認めるときは，前項に規定する者

以外の者に対しても，必要な協力を依頼するこ

とができる。

（政令への委任）

第二十八条 この章に定めるもののほか，会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関し

必要な事項は，政令で定める。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から施行する。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年

法律第七号）は，廃止する。

（経過措置）

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参

画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」とい

う。）第一条の規定により置かれた男女共同参
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画審議会は，第二十一条第一項の規定により

置かれた審議会となり，同一性をもって存続す

るものとする。

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四

条第一項の規定により任命された男女共同参

画審議会の委員である者は，この法律の施行

の日に，第二十三条第一項の規定により，審議

会の委員として任命されたものとみなす。この場

合において，その任命されたものとみなされる

者の任期は，同条第二項の規定にかかわらず，

同日における旧審議会設置法第四条第二項の

規定により任命された男女共同参画審議会の

委員としての任期の残任期間と同一の期間とす

る。

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五

条第一項の規定により定められた男女共同参

画審議会の会長である者又は同条第三項の規

定により指名された委員である者は，それぞれ，

この法律の施行の日に，第二十四条第一項の

規定により審議会の会長として定められ，又は

同条第三項の規定により審議会の会長の職務

を代理する委員として指名されたものとみなす。

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号）

抄

（施行期日）

第一条 この法律は，内閣法の一部を改正する法

律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日

から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定

は，当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項，第十四条第

三項，第二十三条，第二十八条並びに第三十

条の規定 公布の日

（委員等の任期に関する経過措置）

第二十八条 この法律の施行の日の前日におい

て次に掲げる従前の審議会その他の機関の会

長，委員その他の職員である者（任期の定めの

ない者を除く。）の任期は，当該会長，委員その

他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規

定にかかわらず，その日に満了する。

一から十まで 略

十一 男女共同参画審議会

（別に定める経過措置）

第三十条 第二条から前条までに規定するものの

ほか，この法律の施行に伴い必要となる経過措

置は，別に法律で定める。

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百

六十号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は，

平成十三年一月六日から施行する。ただし，次

の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日

から施行する。

（以下略）
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（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成十三年法律第三十一号）

最終改正：令和元年法律第四十六号

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ，人権の擁護と男女平

等の実現に向けた取組が行われている。

ところが，配偶者からの暴力は，犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず，

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかっ

た。また，配偶者からの暴力の被害者は，多くの

場合女性であり，経済的自立が困難である女性に

対して配偶者が暴力を加えることは，個人の尊厳

を害し，男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し，人権の擁護と男女平

等の実現を図るためには，配偶者からの暴力を防

止し，被害者を保護するための施策を講ずること

が必要である。このことは，女性に対する暴力を根

絶しようと努めている国際社会における取組にも

沿うものである。

ここに，配偶者からの暴力に係る通報，相談，

保護，自立支援等の体制を整備することにより，配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る

ため，この法律を制定する。

第一章 総則

（定義）

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は，配偶者からの身体に対する暴力（身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害

を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準

ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この

項及び第二十八条の二において「身体に対す

る暴力等」と総称する。）をいい，配偶者からの

身体に対する暴力等を受けた後に，その者が

離婚をし，又はその婚姻が取り消された場合に

あっては，当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

２ この法律において「被害者」とは，配偶者から

の暴力を受けた者をいう。

３ この法律にいう「配偶者」には，婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含み，「離婚」には，婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者が，事実上離婚したと同様の事情に入ること

を含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第二条 国及び地方公共団体は，配偶者からの

暴力を防止するとともに，被害者の自立を支援

することを含め，その適切な保護を図る責務を

有する。

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）

第二条の二 内閣総理大臣，国家公安委員会，

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第五項において「主務大臣」という。）は，

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策に関する基本的な方針（以下この条

並びに次条第一項及び第三項において「基本

方針」という。）を定めなければならない。

２ 基本方針においては，次に掲げる事項につき，

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第

三項の市町村基本計画の指針となるべきものを

定めるものとする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な事項

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する重要事項

３ 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変

更しようとするときは，あらかじめ，関係行政機

関の長に協議しなければならない。

４ 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変

更したときは，遅滞なく，これを公表しなければ

ならない。

（都道府県基本計画等）

第二条の三 都道府県は，基本方針に即して，当

該都道府県における配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る基本的な計画（以下この条において「都道府

県基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 都道府県基本計画においては，次に掲げる事

項を定めるものとする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な方針

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する重要事項
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３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，基本

方針に即し，かつ，都道府県基本計画を勘案し

て，当該市町村における配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に

関する基本的な計画（以下この条において「市

町村基本計画」という。）を定めるよう努めなけれ

ばならない。

４ 都道府県又は市町村は，都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め，又は変更したとき

は，遅滞なく，これを公表しなければならない。

５ 主務大臣は，都道府県又は市町村に対し，都

道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう努

めなければならない。

第二章 配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）

第三条 都道府県は，当該都道府県が設置する

婦人相談所その他の適切な施設において，当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとし

ての機能を果たすようにするものとする。

２ 市町村は，当該市町村が設置する適切な施設

において，当該各施設が配偶者暴力相談支援

センターとしての機能を果たすようにするよう努

めるものとする。

３ 配偶者暴力相談支援センターは，配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のため，次に

掲げる業務を行うものとする。

一 被害者に関する各般の問題について，相談

に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。

二 被害者の心身の健康を回復させるため，医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を

行うこと。

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては，被害者及びその同伴する家族。次号，

第六号，第五条，第八条の三及び第九条にお

いて同じ。）の緊急時における安全の確保及び

一時保護を行うこと。

四 被害者が自立して生活することを促進するた

め，就業の促進，住宅の確保，援護等に関する

制度の利用等について，情報の提供，助言，関

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につ

いて，情報の提供，助言，関係機関への連絡そ

の他の援助を行うこと。

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につ

いて，情報の提供，助言，関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。

４ 前項第三号の一時保護は，婦人相談所が，自

ら行い，又は厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行うものとする。

５ 配偶者暴力相談支援センターは，その業務を

行うに当たっては，必要に応じ，配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。

（婦人相談員による相談等）

第四条 婦人相談員は，被害者の相談に応じ，必

要な指導を行うことができる。

（婦人保護施設における保護）

第五条 都道府県は，婦人保護施設において被

害者の保護を行うことができる。

第三章 被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者で

あった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見し

た者は，その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報するよう努めなければなら

ない。

２ 医師その他の医療関係者は，その業務を行う

に当たり，配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したと

きは，その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合に

おいて，その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏

示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は，前二項の規定により通報することを妨

げるものと解釈してはならない。

４ 医師その他の医療関係者は，その業務を行う

に当たり，配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したと

きは，その者に対し，配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について，その有する情報を提供

するよう努めなければならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい

ての説明等）

第七条 配偶者暴力相談支援センターは，被害

者に関する通報又は相談を受けた場合には，

必要に応じ，被害者に対し，第三条第三項の規

定により配偶者暴力相談支援センターが行う業

務の内容について説明及び助言を行うとともに，

必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

（警察官による被害の防止）

第八条 警察官は，通報等により配偶者からの暴

力が行われていると認めるときは，警察法（昭和

二十九年法律第百六十二号），警察官職務執

行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その

他の法令の定めるところにより，暴力の制止，被

害者の保護その他の配偶者からの暴力による
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被害の発生を防止するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。

（警察本部長等の援助）

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部

長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く

方面については，方面本部長。第十五条第三

項において同じ。）又は警察署長は，配偶者か

らの暴力を受けている者から，配偶者からの暴

力による被害を自ら防止するための援助を受け

たい旨の申出があり，その申出を相当と認める

ときは，当該配偶者からの暴力を受けている者

に対し，国家公安委員会規則で定めるところに

より，当該被害を自ら防止するための措置の教

示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第

四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条

において「福祉事務所」という。）は，生活保護

法（昭和二十五年法律第百四十四号），児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号），母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法

律第百二十九号）その他の法令の定めるところ

により，被害者の自立を支援するために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

第九条 配偶者暴力相談支援センター，都道府

県警察，福祉事務所，児童相談所その他の都

道府県又は市町村の関係機関その他の関係機

関は，被害者の保護を行うに当たっては，その

適切な保護が行われるよう，相互に連携を図り

ながら協力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）

第九条の二 前条の関係機関は，被害者の保護

に係る職員の職務の執行に関して被害者から

苦情の申出を受けたときは，適切かつ迅速にこ

れを処理するよう努めるものとする。

第四章 保護命令

（保護命令）

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は

身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を

いう。以下この章において同じ。）を受けた者に

限る。以下この章において同じ。）が，配偶者か

らの身体に対する暴力を受けた者である場合に

あっては配偶者からの更なる身体に対する暴力

（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に，

被害者が離婚をし，又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては，当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第

一項第二号において同じ。）により，配偶者から

の生命等に対する脅迫を受けた者である場合

にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力

（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後

に，被害者が離婚をし，又はその婚姻が取り消

された場合にあっては，当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力。同号に

おいて同じ。）により，その生命又は身体に重大

な危害を受けるおそれが大きいときは，裁判所

は，被害者の申立てにより，その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため，当該

配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫を受けた後に，被害者が

離婚をし，又はその婚姻が取り消された場合に

あっては，当該配偶者であった者。以下この条，

同項第三号及び第四号並びに第十八条第一

項において同じ。）に対し，次の各号に掲げる

事項を命ずるものとする。ただし，第二号に掲げ

る事項については，申立ての時において被害

者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場

合に限る。

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間，

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同じ。）

その他の場所において被害者の身辺につきま

とい，又は被害者の住居，勤務先その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならな

いこと。

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間，

被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないこと。

２ 前項本文に規定する場合において，同項第一

号の規定による命令を発する裁判所又は発し

た裁判所は，被害者の申立てにより，その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するた

め，当該配偶者に対し，命令の効力が生じた日

以後，同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間，被害

者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もし

てはならないことを命ずるものとする。

一 面会を要求すること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ，又はその知り得る状態に置くこと。

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 電話をかけて何も告げず，又は緊急やむを得

ない場合を除き，連続して，電話をかけ，ファク

シミリ装置を用いて送信し，若しくは電子メール

を送信すること。

五 緊急やむを得ない場合を除き，午後十時から

午前六時までの間に，電話をかけ，ファクシミリ

装置を用いて送信し，又は電子メールを送信す

ること。
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六 汚物，動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し，又はその

知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ，又はその知り

得る状態に置くこと。

八 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ，

若しくはその知り得る状態に置き，又はその性

的羞恥心を害する文書，図画その他の物を送

付し，若しくはその知り得る状態に置くこと。

３ 第一項本文に規定する場合において，被害者

がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第三号において単に

「子」という。）と同居しているときであって，配偶

者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を

行っていることその他の事情があることから被害

者がその同居している子に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは，第一項第一号の規定

による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は，被害者の申立てにより，その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため，当該

配偶者に対し，命令の効力が生じた日以後，同

号の規定による命令の効力が生じた日から起

算して六月を経過する日までの間，当該子の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。），就学す

る学校その他の場所において当該子の身辺に

つきまとい，又は当該子の住居，就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないことを命ずるものとする。ただし，

当該子が十五歳以上であるときは，その同意が

ある場合に限る。

４ 第一項本文に規定する場合において，配偶者

が被害者の親族その他被害者と社会生活にお

いて密接な関係を有する者（被害者と同居して

いる子及び配偶者と同居している者を除く。以

下この項及び次項並びに第十二条第一項第四

号において「親族等」という。）の住居に押し掛

けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っているこ

とその他の事情があることから被害者がその親

族等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めるとき

は，第一項第一号の規定による命令を発する裁

判所又は発した裁判所は，被害者の申立てに

より，その生命又は身体に危害が加えられること

を防止するため，当該配偶者に対し，命令の効

力が生じた日以後，同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して六月を経過する日ま

での間，当該親族等の住居（当該配偶者と共に

生活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）その他の場所において当該親

族等の身辺につきまとい，又は当該親族等の住

居，勤務先その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。

５ 前項の申立ては，当該親族等（被害者の十五

歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）

の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成

年被後見人である場合にあっては，その法定代

理人の同意）がある場合に限り，することができ

る。

（管轄裁判所）

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立

てに係る事件は，相手方の住所（日本国内に住

所がないとき又は住所が知れないときは居所）

の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属す

る。

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては，次

の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にも

することができる。

一 申立人の住所又は居所の所在地

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地

（保護命令の申立て）

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定

による命令（以下「保護命令」という。）の申立て

は，次に掲げる事項を記載した書面でしなけれ

ばならない。

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた状況

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の

配偶者から受ける身体に対する暴力により，生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいと認めるに足りる申立ての時における事情

三 第十条第三項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては，被害者が当該同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事

情

四 第十条第四項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては，被害者が当該親族等に

関して配偶者と面会することを余儀なくされるこ

とを防止するため当該命令を発する必要がある

と認めるに足りる申立ての時における事情

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警

察職員に対し，前各号に掲げる事項について

相談し，又は援助若しくは保護を求めた事実の

有無及びその事実があるときは，次に掲げる事

項

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称

ロ 相談し，又は援助若しくは保護を求めた日時
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及び場所

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置

の内容

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には，申立書には，同項第一号から第四号ま

でに掲げる事項についての申立人の供述を記

載した書面で公証人法（明治四十一年法律第

五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受

けたものを添付しなければならない。

（迅速な裁判）

第十三条 裁判所は，保護命令の申立てに係る

事件については，速やかに裁判をするものとす

る。

（保護命令事件の審理の方法）

第十四条 保護命令は，口頭弁論又は相手方が

立ち会うことができる審尋の期日を経なければ，

これを発することができない。ただし，その期日

を経ることにより保護命令の申立ての目的を達

することができない事情があるときは，この限り

でない。

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで

に掲げる事項の記載がある場合には，裁判所

は，当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長に対し，申立人が相談し又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに

対して執られた措置の内容を記載した書面の

提出を求めるものとする。この場合において，当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属

官署の長は，これに速やかに応ずるものとする。

３ 裁判所は，必要があると認める場合には，前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属

官署の長又は申立人から相談を受け，若しくは

援助若しくは保護を求められた職員に対し，同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関し

て更に説明を求めることができる。

（保護命令の申立てについての決定等）

第十五条 保護命令の申立てについての決定に

は，理由を付さなければならない。ただし，口頭

弁論を経ないで決定をする場合には，理由の

要旨を示せば足りる。

２ 保護命令は，相手方に対する決定書の送達又

は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の

期日における言渡しによって，その効力を生ず

る。

３ 保護命令を発したときは，裁判所書記官は，速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又

は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本

部長に通知するものとする。

４ 保護命令を発した場合において，申立人が配

偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談

し，又は援助若しくは保護を求めた事実があり，

かつ，申立書に当該事実に係る第十二条第一

項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があ

るときは，裁判所書記官は，速やかに，保護命

令を発した旨及びその内容を，当該申立書に

名称が記載された配偶者暴力相談支援センタ

ー（当該申立書に名称が記載された配偶者暴

力相談支援センターが二以上ある場合にあっ

ては，申立人がその職員に対し相談し，又は援

助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶

者暴力相談支援センター）の長に通知するもの

とする。

５ 保護命令は，執行力を有しない。

（即時抗告）

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に

対しては，即時抗告をすることができる。

２ 前項の即時抗告は，保護命令の効力に影響を

及ぼさない。

３ 即時抗告があった場合において，保護命令の

取消しの原因となることが明らかな事情があるこ

とにつき疎明があったときに限り，抗告裁判所は，

申立てにより，即時抗告についての裁判が効力

を生ずるまでの間，保護命令の効力の停止を

命ずることができる。事件の記録が原裁判所に

存する間は，原裁判所も，この処分を命ずること

ができる。

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定

による命令の効力の停止を命ずる場合におい

て，同条第二項から第四項までの規定による命

令が発せられているときは，裁判所は，当該命

令の効力の停止をも命じなければならない。

５ 前二項の規定による裁判に対しては，不服を

申し立てることができない。

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定に

よる命令を取り消す場合において，同条第二項

から第四項までの規定による命令が発せられて

いるときは，抗告裁判所は，当該命令をも取り

消さなければならない。

７ 前条第四項の規定による通知がされている保

護命令について，第三項若しくは第四項の規

定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告

裁判所がこれを取り消したときは，裁判所書記

官は，速やかに，その旨及びその内容を当該

通知をした配偶者暴力相談支援センターの長

に通知するものとする。

８ 前条第三項の規定は，第三項及び第四項の

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消し

た場合について準用する。

（保護命令の取消し）

第十七条 保護命令を発した裁判所は，当該保

護命令の申立てをした者の申立てがあった場

合には，当該保護命令を取り消さなければなら
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ない。第十条第一項第一号又は第二項から第

四項までの規定による命令にあっては同号の規

定による命令が効力を生じた日から起算して三

月を経過した後において，同条第一項第二号

の規定による命令にあっては当該命令が効力

を生じた日から起算して二週間を経過した後に

おいて，これらの命令を受けた者が申し立て，

当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に

異議がないことを確認したときも，同様とする。

２ 前条第六項の規定は，第十条第一項第一号

の規定による命令を発した裁判所が前項の規

定により当該命令を取り消す場合について準用

する。

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は，

前二項の場合について準用する。

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度

の申立て）

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命

令が発せられた後に当該発せられた命令の申

立ての理由となった身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同

号の規定による命令の再度の申立てがあったと

きは，裁判所は，配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居から転居しようとする被害者がその

責めに帰することのできない事由により当該発

せられた命令の効力が生ずる日から起算して二

月を経過する日までに当該住居からの転居を

完了することができないことその他の同号の規

定による命令を再度発する必要があると認める

べき事情があるときに限り，当該命令を発するも

のとする。ただし，当該命令を発することにより

当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずる

と認めるときは，当該命令を発しないことができ

る。

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の

規定の適用については，同条第一項各号列記

以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第

一号，第二号及び第五号に掲げる事項並びに

第十八条第一項本文の事情」と，同項第五号

中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及

び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項

本文の事情」と，同条第二項中「同項第一号か

ら第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条

第一項本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）

第十九条 保護命令に関する手続について，当

事者は，裁判所書記官に対し，事件の記録の

閲覧若しくは謄写，その正本，謄本若しくは抄

本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし，相手方にあ

っては，保護命令の申立てに関し口頭弁論若し

くは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があ

り，又は相手方に対する保護命令の送達がある

までの間は，この限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその

支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は

公証人がその職務を行うことができない場合に

は，法務大臣は，当該法務局若しくは地方法務

局又はその支局に勤務する法務事務官に第十

二条第二項（第十八条第二項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わ

せることができる。

（民事訴訟法の準用）

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を

除き，保護命令に関する手続に関しては，その

性質に反しない限り，民事訴訟法（平成八年法

律第百九号）の規定を準用する。

（最高裁判所規則）

第二十二条 この法律に定めるもののほか，保護

命令に関する手続に関し必要な事項は，最高

裁判所規則で定める。

第五章 雑則

（職務関係者による配慮等）

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の

保護，捜査，裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は，その職務

を行うに当たり，被害者の心身の状況，その置

かれている環境等を踏まえ，被害者の国籍，障

害の有無等を問わずその人権を尊重するととも

に，その安全の確保及び秘密の保持に十分な

配慮をしなければならない。

２ 国及び地方公共団体は，職務関係者に対し，

被害者の人権，配偶者からの暴力の特性等に

関する理解を深めるために必要な研修及び啓

発を行うものとする。

（教育及び啓発）

第二十四条 国及び地方公共団体は，配偶者か

らの暴力の防止に関する国民の理解を深める

ための教育及び啓発に努めるものとする。

（調査研究の推進等）

第二十五条 国及び地方公共団体は，配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に資するた

め，加害者の更生のための指導の方法，被害

者の心身の健康を回復させるための方法等に

関する調査研究の推進並びに被害者の保護に

係る人材の養成及び資質の向上に努めるもの

とする。

（民間の団体に対する援助）

第二十六条 国及び地方公共団体は，配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体に対し，必要な援助を
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行うよう努めるものとする。

（都道府県及び市の支弁）

第二十七条 都道府県は，次の各号に掲げる費

用を支弁しなければならない。

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる

業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次

号に掲げる費用を除く。）

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相

談所が行う一時保護（同条第四項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託

して行う場合を含む。）に要する費用

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱

する婦人相談員が行う業務に要する費用

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村，社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い

必要な事務に要する費用

２ 市は，第四条の規定に基づきその長の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁し

なければならない。

（国の負担及び補助）

第二十八条 国は，政令の定めるところにより，都

道府県が前条第一項の規定により支弁した費

用のうち，同項第一号及び第二号に掲げるもの

については，その十分の五を負担するものとす

る。

２ 国は，予算の範囲内において，次の各号に掲

げる費用の十分の五以内を補助することができ

る。

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち，同項第三号及び第四号に掲げるも

の

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用

第五章の二 補則

（この法律の準用）

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前

章までの規定は，生活の本拠を共にする交際

（婚姻関係における共同生活に類する共同生

活を営んでいないものを除く。）をする関係にあ

る相手からの暴力（当該関係にある相手からの

身体に対する暴力等をいい，当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等を受けた後に，

その者が当該関係を解消した場合にあっては，

当該関係にあった者から引き続き受ける身体に

対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた

者について準用する。この場合において，これ

らの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第

二十八条の二に規定する関係にある相手から

の暴力」と読み替えるほか，次の表の上欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。

第二条 被害者 被害者（第二

十八条の二に

規定する関係

にある相手か

らの暴力を受

けた者をいう。

以下同じ。）

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であ

った者

同条に規定す

る関係にある

相手又は同条

に規定する関

係にある相手

であった者

第十条第一項か

ら第四項まで，

第十一条第二項

第二号，第十二

条第一項第一号

から第四号まで

及び第十八条第

一項

配偶者 第二十八条の

二に規定する

関係にある相

手

第十条第一項 離婚をし，

又はその婚

姻が取り消

された場合

第二十八条の

二に規定する

関係を解消し

た場合

第六章 罰則

第二十九条 保護命令（前条において読み替え

て準用する第十条第一項から第四項までの規

定によるものを含む。次条において同じ。）に違

反した者は，一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は第二十八条の二において読み替えて準用

する第十二条第一項（第二十八条の二におい

て準用する第十八条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の規定により記

載すべき事項について虚偽の記載のある申立

書により保護命令の申立てをした者は，十万円

以下の過料に処する。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。ただし，第二章，第

六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部

分に限る。），第七条，第九条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。），第二十七

条及び第二十八条の規定は，平成十四年四月

一日から施行する。
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（経過措置）

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相

談所に対し被害者が配偶者からの身体に対す

る暴力に関して相談し，又は援助若しくは保護

を求めた場合における当該被害者からの保護

命令の申立てに係る事件に関する第十二条第

一項第四号並びに第十四条第二項及び第三

項の規定の適用については，これらの規定中

「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは，

「婦人相談所」とする。

（検討）

第三条 この法律の規定については，この法律の

施行後三年を目途として，この法律の施行状況

等を勘案し，検討が加えられ，その結果に基づ

いて必要な措置が講ぜられるものとする。

附則 （平成一六年六月二日法律第六四号）

（施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。

（経過措置）

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による

改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（次項において「旧法」とい

う。）第十条の規定による命令の申立てに係る

同条の規定による命令に関する事件について

は，なお従前の例による。

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該命令の申立ての理由となった身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体

に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とする

この法律による改正後の配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新

法」という。）第十条第一項第二号の規定による

命令の申立て（この法律の施行後最初にされる

ものに限る。）があった場合における新法第十

八条第一項の規定の適用については，同項中

「二月」とあるのは，「二週間」とする。

（検討）

第三条 新法の規定については，この法律の施行

後三年を目途として，新法の施行状況等を勘案

し，検討が加えられ，その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。

附則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。

（経過措置）

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による

改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律第十条の規定による命令

の申立てに係る同条の規定による命令に関す

る事件については，なお従前の例による。

附則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄

（施行期日）

１ この法律は，公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。

附則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，平成二十七年四月一日から

施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，

当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条並びに附則第三条，第七条から第十

条まで，第十二条及び第十五条から第十八条

までの規定 平成二十六年十月一日

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号）

抄

（施行期日）

第一条 この法律は，令和二年四月一日から施行

する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該

各号に定める日から施行する。

一 附則第四条，第七条第一項及び第八条の規

定 公布の日

（その他の経過措置の政令への委任）

第四条 前二条に規定するもののほか，この法律

の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定め

る。

（検討等）

第八条 政府は，附則第一条第一号に掲げる規

定の施行後三年を目途に，配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律第六

条第一項及び第二項の通報の対象となる同条

第一項に規定する配偶者からの暴力の形態並

びに同法第十条第一項から第四項までの規定

による命令の申立てをすることができる同条第

一項に規定する被害者の範囲の拡大について

検討を加え，その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。

２ 政府は，附則第一条第一号に掲げる規定の施

行後三年を目途に，配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律第一条第一

項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者

の地域社会における更生のための指導及び支

援の在り方について検討を加え，その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。
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（４）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

平成２７年９月４日法律第６４号

最終改正：令和元年６月５日法律第２４号

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は，近年，自らの意思によって

職業生活を営み，又は営もうとする女性がその

個性と能力を十分に発揮して職業生活におい

て活躍すること（以下「女性の職業生活における

活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑

み，男女共同参画社会基本法（平成十一年法

律第七十八号）の基本理念にのっとり，女性の

職業生活における活躍の推進について，その

基本原則を定め，並びに国，地方公共団体及

び事業主の責務を明らかにするとともに，基本

方針及び事業主の行動計画の策定，女性の職

業生活における活躍を推進するための支援措

置等について定めることにより，女性の職業生

活における活躍を迅速かつ重点的に推進し，も

って男女の人権が尊重され，かつ，急速な少子

高齢化の進展，国民の需要の多様化その他の

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することを目的とする。

（基本原則）

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は，

職業生活における活躍に係る男女間の格差の

実情を踏まえ，自らの意思によって職業生活を

営み，又は営もうとする女性に対する採用，教

育訓練，昇進，職種及び雇用形態の変更その

他の職業生活に関する機会の積極的な提供及

びその活用を通じ，かつ，性別による固定的な

役割分担等を反映した職場における慣行が女

性の職業生活における活躍に対して及ぼす影

響に配慮して，その個性と能力が十分に発揮で

きるようにすることを旨として，行われなければな

らない。

２ 女性の職業生活における活躍の推進は，職業

生活を営む女性が結婚，妊娠，出産，育児，介

護その他の家庭生活に関する事由によりやむ

を得ず退職することが多いことその他の家庭生

活に関する事由が職業生活に与える影響を踏

まえ，家族を構成する男女が，男女の別を問わ

ず，相互の協力と社会の支援の下に，育児，介

護その他の家庭生活における活動について家

族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職

業生活における活動を行うために必要な環境

の整備等により，男女の職業生活と家庭生活と

の円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨

として，行われなければならない。

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっ

ては，女性の職業生活と家庭生活との両立に

関し，本人の意思が尊重されるべきものであるこ

とに留意されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国及び地方公共団体は，前条に定める

女性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第五条第一項において

「基本原則」という。）にのっとり，女性の職業生

活における活躍の推進に関して必要な施策を

策定し，及びこれを実施しなければならない。

（事業主の責務）

第四条 事業主は，基本原則にのっとり，その雇

用し，又は雇用しようとする女性労働者に対す

る職業生活に関する機会の積極的な提供，雇

用する労働者の職業生活と家庭生活との両立

に資する雇用環境の整備その他の女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組を自ら

実施するよう努めるとともに，国又は地方公共団

体が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に協力しなければならない。

第二章 基本方針等

（基本方針）

第五条 政府は，基本原則にのっとり，女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策を総

合的かつ一体的に実施するため，女性の職業

生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければなら

ない。

２ 基本方針においては，次に掲げる事項を定め

るものとする。

一 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本的な方向

二 事業主が実施すべき女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する基本的な

事項

三 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する次に掲げる事項
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イ 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置に関する事項

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必

要な環境の整備に関する事項

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に関する重要事項

四 前三号に掲げるもののほか，女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項

３ 内閣総理大臣は，基本方針の案を作成し，閣

議の決定を求めなければならない。

４ 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決

定があったときは，遅滞なく，基本方針を公表し

なければならない。

５ 前二項の規定は，基本方針の変更について準

用する。

（都道府県推進計画等）

第六条 都道府県は，基本方針を勘案して，当該

都道府県の区域内における女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策についての計

画（以下この条において「都道府県推進計画」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。

２ 市町村は，基本方針（都道府県推進計画が定

められているときは，基本方針及び都道府県推

進計画）を勘案して，当該市町村の区域内にお

ける女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画（次項において「市町

村推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。

３ 都道府県又は市町村は，都道府県推進計画

又は市町村推進計画を定め，又は変更したとき

は，遅滞なく，これを公表しなければならない。

第三章 事業主行動計画等

第一節 事業主行動計画策定指針

第七条 内閣総理大臣，厚生労働大臣及び総務

大臣は，事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう，基本方針に即して，

次条第一項に規定する一般事業主行動計画及

び第十九条第一項に規定する特定事業主行動

計画（次項において「事業主行動計画」と総称

する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動

計画策定指針」という。）を定めなければならな

い。

２ 事業主行動計画策定指針においては，次に掲

げる事項につき，事業主行動計画の指針となる

べきものを定めるものとする。

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事

項

二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の内容に関する事項

三 その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する重要事項

３ 内閣総理大臣，厚生労働大臣及び総務大臣

は，事業主行動計画策定指針を定め，又は変

更したときは，遅滞なく，これを公表しなければ

ならない。

第二節 一般事業主行動計画等

（一般事業主行動計画の策定等）

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以

下「一般事業主」という。）であって，常時雇用す

る労働者の数が三百人を超えるものは，事業主

行動計画策定指針に即して，一般事業主行動

計画（一般事業主が実施する女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下同じ。）を定め，厚生労働省令で

定めるところにより，厚生労働大臣に届け出な

ければならない。これを変更したときも，同様と

する。

２ 一般事業主行動計画においては，次に掲げる

事項を定めるものとする。

一 計画期間

二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施により達成しようとする目標

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時

期

３ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画を定め，又は変更しようとするときは，

厚生労働省令で定めるところにより，採用した労

働者に占める女性労働者の割合，男女の継続

勤務年数の差異，労働時間の状況，管理的地

位にある労働者に占める女性労働者の割合そ

の他のその事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し，女性の職業生

活における活躍を推進するために改善すべき

事情について分析した上で，その結果を勘案し

て，これを定めなければならない。この場合にお

いて，前項第二号の目標については，採用する

労働者に占める女性労働者の割合，男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合，労働時間，

管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他の数値を用いて定量的に定めな

ければならない。

４ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画を定め，又は変更したときは，厚生労

働省令で定めるところにより，これを労働者に周

知させるための措置を講じなければならない。

５ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画を定め，又は変更したときは，厚生労

働省令で定めるところにより，これを公表しなけ

ればならない。
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６ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画に基づく取組を実施するとともに，一

般事業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。

７ 一般事業主であって，常時雇用する労働者の

数が三百人以下のものは，事業主行動計画策

定指針に即して，一般事業主行動計画を定め，

厚生労働省令で定めるところにより，厚生労働

大臣に届け出るよう努めなければならない。これ

を変更したときも，同様とする。

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め，又は変更しよう

とする場合について，第四項から第六項までの

規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め，又は変更した場合につい

て，それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第九条 厚生労働大臣は，前条第一項又は第七

項の規定による届出をした一般事業主からの申

請に基づき，厚生労働省令で定めるところによ

り，当該事業主について，女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関し，当該取

組の実施の状況が優良なものであることその他

の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。

（認定一般事業主の表示等）

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「認定一般事業主」という。）は，商品，役務の提

供の用に供する物，商品又は役務の広告又は

取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生

労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第

一項において「商品等」という。）に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。

２ 何人も，前項の規定による場合を除くほか，商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を

付してはならない。

（認定の取消し）

第十一条 厚生労働大臣は，認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは，第九条

の認定を取り消すことができる。

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第十二条 厚生労働大臣は，認定一般事業主か

らの申請に基づき，厚生労働省令で定めるとこ

ろにより，当該事業主について，女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し，当

該事業主の策定した一般事業主行動計画に基

づく取組を実施し，当該一般事業主行動計画

に定められた目標を達成したこと，雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）

第十三条の二に規定する業務を担当する者及

び育児休業，介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法

律第七十六号）第二十九条に規定する業務を

担当する者を選任していること，当該女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況が特に優良なものであることその他の

厚生労働省令で定める基準に適合するもので

ある旨の認定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以

下「特例認定一般事業主」という。）については，

第八条第一項及び第七項の規定は，適用しな

い。

２ 特例認定一般事業主は，厚生労働省令で定

めるところにより，毎年少なくとも一回，女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況を公表しなければならない。

（特例認定一般事業主の表示等）

第十四条 特例認定一般事業主は，商品等に厚

生労働大臣の定める表示を付することができる。

２ 第十条第二項の規定は，前項の表示について

準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条 厚生労働大臣は，特例認定一般事業

主が次の各号のいずれかに該当するときは，第

十二条の認定を取り消すことができる。

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。

三 第十三条第二項の規定による公表をせず，又

は虚偽の公表をしたとき。

四 前号に掲げる場合のほか，この法律又はこの

法律に基づく命令に違反したとき。

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。

（委託募集の特例等）

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である

中小事業主（一般事業主であって，常時雇用す

る労働者の数が三百人以下のものをいう。以下

この項及び次項において同じ。）が，当該承認

中小事業主団体をして女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施に関し必要

な労働者の募集を行わせようとする場合におい

て，当該承認中小事業主団体が当該募集に従

事しようとするときは，職業安定法（昭和二十二

年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び

第三項の規定は，当該構成員である中小事業
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主については，適用しない。

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは，事業協同組合，協同組合連合会その

他の特別の法律により設立された組合若しくは

その連合会であって厚生労働省令で定めるも

の又は一般社団法人で中小事業主を直接又は

間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定め

る要件に該当するものに限る。）のうち，その構

成員である中小事業主に対して女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組を実施す

るための人材確保に関する相談及び援助を行

うものであって，その申請に基づいて，厚生労

働大臣が，当該相談及び援助を適切に行うた

めの厚生労働省令で定める基準に適合する旨

の承認を行ったものをいう。

３ 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体が前

項に規定する基準に適合しなくなったと認める

ときは，同項の承認を取り消すことができる。

４ 承認中小事業主団体は，第一項に規定する募

集に従事しようとするときは，厚生労働省令で定

めるところにより，募集時期，募集人員，募集地

域その他の労働者の募集に関する事項で厚生

労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け

出なければならない。

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項

の規定による届出があった場合について，同法

第五条の三第一項及び第四項，第五条の四，

第三十九条，第四十一条第二項，第四十二条

第一項，第四十二条の二，第四十八条の三第

一項，第四十八条の四，第五十条第一項及び

第二項並びに第五十一条の規定は前項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する者

について，同法第四十条の規定は同項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者に

対する報酬の供与について，同法第五十条第

三項及び第四項の規定はこの項において準用

する同条第二項に規定する職権を行う場合に

ついて，それぞれ準用する。この場合において，

同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行

おうとする者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律第十六条第四項

の規定による届出をして労働者の募集に従事し

ようとする者」と，同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ，又は期

間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二

条の三の規定の適用については，同法第三十

六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外

の者をして労働者の募集に従事させようとする

者がその被用者以外の者に与えようとする」と，

同法第四十二条の三中「第三十九条に規定す

る募集受託者」とあるのは「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律（平成二十七

年法律第六十四号）第十六条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する者」と

する。

７ 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体に対し，

第二項の相談及び援助の実施状況について報

告を求めることができる。

第十七条 公共職業安定所は，前条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する承

認中小事業主団体に対して，雇用情報及び職

業に関する調査研究の成果を提供し，かつ，こ

れらに基づき当該募集の内容又は方法につい

て指導することにより，当該募集の効果的かつ

適切な実施を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）

第十八条 国は，第八条第一項若しくは第七項の

規定により一般事業主行動計画を策定しようと

する一般事業主又はこれらの規定による届出を

した一般事業主に対して，一般事業主行動計

画の策定，労働者への周知若しくは公表又は

一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実

施されるように相談その他の援助の実施に努め

るものとする。

第三節 特定事業主行動計画

第十九条 国及び地方公共団体の機関，それら

の長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は，政令で定めるとこ

ろにより，事業主行動計画策定指針に即して，

特定事業主行動計画（特定事業主が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する計画をいう。以下この条において

同じ。）を定めなければならない。

２ 特定事業主行動計画においては，次に掲げる

事項を定めるものとする。

一 計画期間

二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施により達成しようとする目標

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時

期

３ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，

又は変更しようとするときは，内閣府令で定める

ところにより，採用した職員に占める女性職員の

割合，男女の継続勤務年数の差異，勤務時間

の状況，管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他のその事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況

を把握し，女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した

上で，その結果を勘案して，これを定めなけれ

ばならない。この場合において，前項第二号の
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目標については，採用する職員に占める女性

職員の割合，男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合，勤務時間，管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他の数値を用い

て定量的に定めなければならない。

４ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，

又は変更したときは，遅滞なく，これを職員に周

知させるための措置を講じなければならない。

５ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，

又は変更したときは，遅滞なく，これを公表しな

ければならない。

６ 特定事業主は，毎年少なくとも一回，特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。

７ 特定事業主は，特定事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに，特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければ

ならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表）

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主

は，厚生労働省令で定めるところにより，職業生

活を営み，又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう，その事業における女性の職業生活

における活躍に関する次に掲げる情報を定期

的に公表しなければならない。

一 その雇用し，又は雇用しようとする女性労働者

に対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は，厚生

労働省令で定めるところにより，職業生活を営

み，又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう，その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なく

ともいずれか一方を定期的に公表するよう努め

なければならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表）

第二十一条 特定事業主は，内閣府令で定めると

ころにより，職業生活を営み，又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう，その事務及び事

業における女性の職業生活における活躍に関

する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。

一 その任用し，又は任用しようとする女性に対す

る職業生活に関する機会の提供に関する実績

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との

両立に資する勤務環境の整備に関する実績

第四章 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置

（職業指導等の措置等）

第二十二条 国は，女性の職業生活における活

躍を推進するため，職業指導，職業紹介，職業

訓練，創業の支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。

２ 地方公共団体は，女性の職業生活における活

躍を推進するため，前項の措置と相まって，職

業生活を営み，又は営もうとする女性及びその

家族その他の関係者からの相談に応じ，関係

機関の紹介その他の情報の提供，助言その他

の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３ 地方公共団体は，前項に規定する業務に係る

事務の一部を，その事務を適切に実施すること

ができるものとして内閣府令で定める基準に適

合する者に委託することができる。

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する

者又は当該事務に従事していた者は，正当な

理由なく，当該事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。

（財政上の措置等）

第二十三条 国は，女性の職業生活における活

躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援

するために必要な財政上の措置その他の措置

を講ずるよう努めるものとする。

（国等からの受注機会の増大）

第二十四条 国は，女性の職業生活における活

躍の推進に資するため，国及び公庫等（沖縄振

興開発金融公庫その他の特別の法律によって

設立された法人であって政令で定めるものをい

う。）の役務又は物件の調達に関し，予算の適

正な使用に留意しつつ，認定一般事業主，特

例認定一般事業主その他の女性の職業生活に

おける活躍に関する状況又は女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施の状

況が優良な一般事業主（次項において「認定一

般事業主等」という。）の受注の機会の増大その

他の必要な施策を実施するものとする。

２ 地方公共団体は，国の施策に準じて，認定一

般事業主等の受注の機会の増大その他の必要

な施策を実施するように努めるものとする。

（啓発活動）

第二十五条 国及び地方公共団体は，女性の職

業生活における活躍の推進について，国民の

関心と理解を深め，かつ，その協力を得るととも

に，必要な啓発活動を行うものとする。

（情報の収集，整理及び提供）

第二十六条 国は，女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に資するよう，国内外に

おける女性の職業生活における活躍の状況及
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び当該取組に関する情報の収集，整理及び提

供を行うものとする。

（協議会）

第二十七条 当該地方公共団体の区域において

女性の職業生活における活躍の推進に関する

事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機

関（以下この条において「関係機関」という。）は，

第二十二条第一項の規定により国が講ずる措

置及び同条第二項の規定により地方公共団体

が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業

生活における活躍の推進に有用な情報を活用

することにより，当該区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組が効果

的かつ円滑に実施されるようにするため，関係

機関により構成される協議会（以下「協議会」と

いう。）を組織することができる。

２ 協議会を組織する関係機関は，当該地方公共

団体の区域内において第二十二条第三項の規

定による事務の委託がされている場合には，当

該委託を受けた者を協議会の構成員として加

えるものとする。

３ 協議会を組織する関係機関は，必要があると

認めるときは，協議会に次に掲げる者を構成員

として加えることができる。

一 一般事業主の団体又はその連合団体

二 学識経験者

三 その他当該関係機関が必要と認める者

４ 協議会は，関係機関及び前二項の構成員（以

下この項において「関係機関等」という。）が相

互の連絡を図ることにより，女性の職業生活に

おける活躍の推進に有用な情報を共有し，関

係機関等の連携の緊密化を図るとともに，地域

の実情に応じた女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組について協議を行うものと

する。

５ 協議会が組織されたときは，当該地方公共団

体は，内閣府令で定めるところにより，その旨を

公表しなければならない。

（秘密保持義務）

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協

議会の事務に従事していた者は，正当な理由

なく，協議会の事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。

（協議会の定める事項）

第二十九条 前二条に定めるもののほか，協議会

の組織及び運営に関し必要な事項は，協議会

が定める。

第五章 雑則

（報告の徴収並びに助言，指導及び勧告）

第三十条 厚生労働大臣は，この法律の施行に

関し必要があると認めるときは，第八条第一項

に規定する一般事業主又は認定一般事業主若

しくは特例認定一般事業主である同条第七項

に規定する一般事業主に対して，報告を求め，

又は助言，指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第三十一条 厚生労働大臣は，第二十条第一項

の規定による公表をせず，若しくは虚偽の公表

をした第八条第一項に規定する一般事業主又

は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽

の公表をした認定一般事業主若しくは特例認

定一般事業主である第八条第七項に規定する

一般事業主に対し，前条の規定による勧告をし

た場合において，当該勧告を受けた者がこれに

従わなかったときは，その旨を公表することがで

きる。

（権限の委任）

第三十二条 第八条，第九条，第十一条，第十二

条，第十五条，第十六条，第三十条及び前条

に規定する厚生労働大臣の権限は，厚生労働

省令で定めるところにより，その一部を都道府

県労働局長に委任することができる。

（政令への委任）

第三十三条 この法律に定めるもののほか，この

法律の実施のため必要な事項は，政令で定め

る。

第六章 罰則

第三十四条 第十六条第五項において準用する

職業安定法第四十一条第二項の規定による業

務の停止の命令に違反して，労働者の募集に

従事した者は，一年以下の懲役又は百万円以

下の罰金に処する。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者

は，一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を

漏らした者

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした

者

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者

は，六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

に処する。

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで，

労働者の募集に従事した者

二 第十六条第五項において準用する職業安定

法第三十七条第二項の規定による指示に従わ

なかった者

三 第十六条第五項において準用する職業安定

法第三十九条又は第四十条の規定に違反した

者

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者

は，三十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第二項（第十四条第二項において準
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用する場合を含む。）の規定に違反した者

二 第十六条第五項において準用する職業安定

法第五十条第一項の規定による報告をせず，

又は虚偽の報告をした者

三 第十六条第五項において準用する職業安定

法第五十条第二項の規定による立入り若しくは

検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は質問

に対して答弁をせず，若しくは虚偽の陳述をし

た者

四 第十六条第五項において準用する職業安定

法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を

漏らした者

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人，使用人その他の従業者が，その法

人又は人の業務に関し，第三十四条，第三十

六条又は前条の違反行為をしたときは，行為者

を罰するほか，その法人又は人に対しても，各

本条の罰金刑を科する。

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず，

又は虚偽の報告をした者は，二十万円以下の

過料に処する。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から施行する。た

だし，第三章（第七条を除く。），第五章（第二十

八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）

の規定並びに附則第五条の規定は，平成二十

八年四月一日から施行する。

（この法律の失効）

第二条 この法律は，平成三十八年三月三十一

日限り，その効力を失う。

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事

務に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については，同条第四項の規定（同項に

係る罰則を含む。）は，前項の規定にかかわら

ず，同項に規定する日後も，なおその効力を有

する。

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については，第二十八条の

規定（同条に係る罰則を含む。）は，第一項の

規定にかかわらず，同項に規定する日後も，な

おその効力を有する。

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の

適用については，この法律は，第一項の規定に

かかわらず，同項に規定する日後も，なおその

効力を有する。

（政令への委任）

第三条 前条第二項から第四項までに規定するも

ののほか，この法律の施行に伴い必要な経過

措置は，政令で定める。

（検討）

第四条 政府は，この法律の施行後三年を経過し

た場合において，この法律の施行の状況を勘

案し，必要があると認めるときは，この法律の規

定について検討を加え，その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。

附則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，平成二十九年四月一日から

施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，

当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条

を加える改正規定及び附則第三十五条の規定

公布の日

二・三 略

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項，第

五十八条第一項，第六十条の二第四項，第七

十六条第二項及び第七十九条の二並びに附

則第十一条の二第一項の改正規定並びに同

条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分

の八十を」に改める部分に限る。），第四条の規

定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三

条第五項及び第六項並びに第六十四条の改

正規定並びに附則第五条から第八条まで及び

第十条の規定，附則第十三条中国家公務員退

職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）

第十条第十項第五号の改正規定，附則第十四

条第二項及び第十七条の規定，附則第十八条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定，附則第十

九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八

条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第

四条第九項」に改める部分に限る。），附則第

二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する

法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十

条第一項の表第四条第八項の項，第三十二条

の十一から第三十二条の十五まで，第三十二

条の十六第一項及び第五十一条の項及び第

四十八条の三及び第四十八条の四第一項の

項の改正規定，附則第二十一条，第二十二条，

第二十六条から第二十八条まで及び第三十二

条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げ

る規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日

（罰則に関する経過措置）

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲

げる規定にあっては，当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については，なお

従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第三十五条 この附則に規定するもののほか，こ

の法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令

で定める。
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附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，

当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律第四条の改正規定並びに次条及び

附則第六条の規定 公布の日

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日

（罰則に関する経過措置）

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰

則の適用については，なお従前の例による。

（政令への委任）

第六条 この附則に定めるもののほか，この法律

の施行に関して必要な経過措置は，政令で定

める。

（検討）

第七条 政府は，この法律の施行後五年を経過し

た場合において，この法律による改正後の規定

の施行の状況について検討を加え，必要がある

と認めるときは，その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。
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（５）鹿児島県男女共同参画推進条例

鹿児島県男女共同参画推進条例

平成 13年 12月 21日鹿児島県条例第 56号

すべての人々が，その人権を尊重され，性別に

かかわりなく，その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会を築くことは，私たちの願いである。

そして，その社会こそが，男女が対等な構成員とし

て，自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画し，喜びと責任を分かち合うことが

できる男女共同参画社会である。

鹿児島県では，これまでも，その時代の要請に

応じて，男女平等の実現に向けた様々な取組を

行ってきたが，依然として性別による固定的な役

割分担意識やこれに基づく制度と慣行が根強く残

っており，なお一層の努力が必要とされている。

また，少子高齢化の進展，家族形態の多様化，

地域社会の変化等の社会経済情勢の変化に対

応していくためにも，男女共同参画社会の実現は

緊急かつ重要な課題となっている。

ここに，私たちは，男女共同参画社会の実現を

目指して，県，事業者，県民及び市町村が一体と

なって男女共同参画の推進に取り組むことを決意

し，この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は，男女共同参画の推進に関し，

基本理念を定め，県，事業者及び県民の責務

を明らかにし，並びに男女共同参画の推進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより，

男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，

もって男女共同参画社会の実現に寄与すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が，社会の対等な構成員

として，自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保されること

により，男女が当該活動に参画し，かつ，共に

責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて，男女のいずれか一方に対し，当該機会

を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント性的な言動により当

該言動を受けた者の生活環境を害する行為又

は性的な言動を受けた者の対応によりその者に

不利益を与える行為をいう。

（基本理念）

第３条 男女共同参画の推進は，男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること，男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと，男女が個人と

して能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されることを旨として，行

われなければならない。

２ 男女共同参画の推進に当たっては，社会にお

ける制度又は慣行が，性別による固定的な役割

分担等を反映して，男女の社会における活動の

選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り，男女共同参画を阻害する要因となるおそれ

があることを考慮して，社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対し

て及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう

に配慮されなければならない。

３ 男女共同参画の推進は，男女が，社会の対等

な構成員として，県における政策又は民間の団

体（事業者を含む。以下同じ。）における方針の

立案及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として，行われなければならない。

４ 男女共同参画の推進は，家族を構成する男女

が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養育，

家族の介護その他の家庭生活における活動に

ついて家族の一員としての役割を円滑に果たし，

かつ，当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として，行われなければならな

い。

５ 男女共同参画の推進が国際社会における取

組と密接な関係を有していることを考慮して，男

女共同参画の推進は，国際的協調の下に行わ

れなければならない。

（県の責務）

第４条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり，男女共同参画の推進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

同じ。）を総合的に策定し，及び実施する責務

を有する。

２ 県は，前項の施策の実施に当たっては，事業

者，県民及び市町村と連携を図るものとする。

（事業者の責務）

第５条 事業者は，その事業活動を行うに当たっ
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ては，基本理念にのっとり，男女共同参画の推

進に努めなければならない。

２ 事業者は，県が実施する男女共同参画の推進

に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。

（県民の責務）

第６条 県民は，家庭，職場，学校，地域その他の

社会のあらゆる分野において，基本理念にのっ

とり，男女共同参画の推進に努めなければなら

ない。

２ 県民は，県が実施する男女共同参画の推進に

関する施策に協力するよう努めなければならな

い。

（市町村への要請及び支援）

第７条 県は，市町村に対し，その区域の特性に

応じた男女共同参画の推進に関する施策を策

定し，及び実施すること並びに県が実施する男

女共同参画の推進に関する施策に協力するこ

とを求めるものとする。

２ 県は，市町村が実施する男女共同参画の推進

に関する施策について，情報の提供その他の

必要な支援を行うよう努めるものとする。

（年次報告）

第８条 知事は，毎年，男女共同参画の推進に関

する施策の実施状況を明らかにする報告書を

作成し，及び公表するものとする。

第２章 男女共同参画を阻害する行為の禁止

第９条 何人も，次に掲げる男女共同参画を阻害

する行為を行ってはならない。

(1) 家庭，職場，学校，地域その他の社会のあら

ゆる分野における性別による差別的取扱い

(2) 家庭，職場，学校，地域その他の社会のあら

ゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント

(3) 配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に対

する暴力行為（精神的苦痛を著しく与える行為

を含む。）

第３章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

（基本計画）

第 10 条 知事は，男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するため，男

女共同参画の推進に関する基本的な計画（以

下「基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 基本計画は，次に掲げる事項について定める

ものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

の推進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか，男女共同参画の推

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項

３ 知事は，基本計画を定めようとするときは，鹿児

島県男女共同参画審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。

４ 知事は，基本計画を定めたときは，遅滞なく，こ

れを公表しなければならない。

５ 前２項の規定は，基本計画の変更について準

用する。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第 11 条 県は，男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策を策定し，及び実施するに当た

っては，男女共同参画に配慮しなければならな

い。

２ 県は，前項の施策を策定し，及び実施するに

当たっては，県民の意見を反映させるよう努め

るものとする。

（県民の理解を深めるための措置）

第 12 条 県は，広報活動等を通じて基本理念に

関する県民の理解を深めるよう適切な措置を講

ずるとともに，男女共同参画の推進に関する教

育及び学習の充実に努めるものとする。

（調査研究）

第 13 条 県は，男女共同参画の推進に関する施

策の策定に必要な調査研究を行うよう努めるも

のとする。

（県民等に対する支援）

第 14 条 県は，県民及び民間の団体が男女共同

参画の推進に関して行う活動を促進するため，

情報の提供その他の必要な支援を行うよう努め

るものとする。

（県民等の申出）

第 15 条 県は，県が実施する男女共同参画の推

進に関する施策又は男女共同参画に影響を及

ぼすと認められる施策についての県民及び民

間の団体からの申出があったときは，適切に処

理するよう努めるものとする。

２ 県は，第９条に規定する行為その他の男女共

同参画を阻害する行為に関する県民及び民間

の団体からの申出があったときは，関係機関と

協力して適切に処理するよう努めるものとする。

（男女共同参画週間）

第 16 条 県民の間に広く男女共同参画について

の関心と理解を深めるとともに，積極的に男女

共同参画の推進に関する活動を行う意欲を高

めるため，男女共同参画週間を設ける。

２ 男女共同参画週間は，毎年７月２５日から同月

３１日までとする。

３ 県は，男女共同参画週間の趣旨にふさわしい

事業を実施するよう努めるものとする。

第４章 鹿児島県男女共同参画審議会

（審議会）

第 17条 男女共同参画の推進に関する施策の総
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合的かつ計画的な推進に資するため,鹿児島県

男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。

２ 審議会は，次に掲げる事務を行う。

(1) 基本計画に関し，第 10 条第３項に規定する

事項を処理すること。

(2) 知事の諮問に応じ，男女共同参画の推進に

関する基本的かつ総合的な政策又は重要事項

を調査審議すること。

３ 審議会は，前項に規定する事項に関し，調査

審議し，必要があると認めるときは，知事に対し，

意見を述べることができる。

（組織）

第 18 条 審議会は，男女共同参画に関する識見

を有する者のうちから知事が任命する委員 20

人以内をもって組織する。

２ 男女いずれか一方の委員の数は，委員の総数

の 10分の４未満であってはならない。

（委員の任期）

第 19 条 委員の任期は２年とする。ただし，補欠

の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

２ 委員は，再任されることができる。

（会長及び副会長）

第 20 条 審議会に，会長及び副会長１人を置き，

委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があると

き，又は会長が欠けたときは，その職務を代理

する。

（会議）

第 21 条 審議会の会議（以下「会議」という。）は，

会長が招集する。

２ 会議は，委員の半数以上が出席しなければ開

くことができない。

３ 会長は，会議の議長となり，議事を整理する。

４ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，

可否同数のときは，議長の決するところによる。

（専門部会）

第 22 条 審議会は，専門の事項を調査するため

必要があると認めるときは，専門部会を置くこと

ができる。

２ 専門部会の委員は，審議会の委員のうちから

会長が選任する。

（庶務）

第 23 条 審議会の庶務は，総務部県民生活局に

おいて処理する。

（委任）

第 24 条 この章に定めるもののほか，審議会の運

営に関し必要な事項は，審議会が定める。

附則

１ この条例は，平成 14年１月１日から施行する。

２ この条例の施行の際現に定められている男女

共同参画の推進に関する県の基本的な計画で

あって，男女共同参画の推進に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るためのものは，

この条例の規定により定められた基本計画とみ

なす。

附則(平成 21 年 3月 27 日条例第 14号)抄

(施行期日)

1 この条例は，平成 21年 4月 1日から施行する。
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３ 用語解説

DV

配偶者または事実婚のパートナーなど親

密な関係にある男女間における暴力のこ

と。殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでは

なく，人前でバカにしたり生活費を渡さな

いなどの精神的暴力や性行為の強要など

の性的暴力も含まれる。

HIV

ヒト免疫不全ウイルス。人間の T 細胞に感

染すると免疫不全をきたし，エイズ（後天

性免疫不全症候群）を発症させる。

SDGs

国連加盟国による平成 27（2015）年の

「持続可能な開発サミット」において採択

された，30年までに達成を目指す持続可

能な開発目標。「貧困の根絶」「ジェンダー

の平等」「気候変動への対策」「質の高い教

育の実現」などの 17分野にわたる目標と，

それらを達成するための具体的な目安と

して 169 のターゲットが掲げられている。

育児休暇制度

「育児休業，介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律」によっ

て定められた，「子を養育する労働者が法

律に基づいて取得できる休業」をいう。子

どもをもつ男女労働者が，職場での身分や

地位を失うことなく，休業や時間短縮など

ができる。育児・介護休業法による。

エイズ

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の感染によ

って引き起こされる，様々な病気の総称。

エイズの原因となるウィルスであるＨＩ

Ｖはヒトの体内に侵入すると，免疫機能の

中心的な役割を担うリンパ球（白血球の一

種）が次々に破壊され，徐々に免疫力が下

がっていき，免疫不全状態に陥り，健康な

ときにはかからないような重い感染症や

悪性腫瘍，あるいは認知機能障がいや運動

障がい等の神経症状をきたす。

介護休暇制度

法律に基づいて労働者が家族の介護のた

めに一定期間取得できる休業。また，その

制度。一定の条件を満たす労働者が事業主

に申し出ることで取得できる。育児・介護

休業法による。

シルバー人材センター

労働意欲をもつ高年齢者に対し，地域社会

の臨時的，短期的な仕事についての情報を

提供する組織。昭和 61（1986）年の高

年齢者雇用安定法によって法制化された。

新型コロナウイルス感染症

COVID-19。令和元（2019）年 12 月に

報告された新型コロナウイルスによる肺

炎などの感染症。中国の湖北省武漢市で発

生し，日本を含む世界各地に広がった。
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ストーカー

「忍び寄る者」の意。自分が関心を抱いた

相手を，一方的に病的な執拗さで追いかけ

回し，つきまとう人。

性的少数者

性的マイノリティー。同性愛者・両性愛者・

性同一性障がい者などのこと。性的少数者。

セクシュアルマイノリティー。

セクシュアル・ハラスメント

性的いやがらせ。特に，職場や学校などで

行われる性的・差別的な言動をいう。セク

ハラ。多く，男性から女性に，また女性か

ら男性に対して行われるものをいうが，平

成 26（2014）年 7月改正の男女雇用機

会均等法施行規則では，同性に対するもの

も含まれると明示されている。

ダイバーシティ

市場の要求の多様化に応じ，企業側も人種，

性別，年齢，信仰などにこだわらずに多様

な人材を生かし，最大限の能力を発揮させ

ようという考え方。

デートＤＶ

交際中の異性への暴力行為。殴る，蹴ると

いった身体的な暴力のほか，罵倒ばとうす

る，金銭を要求する，性行為を強要するな

どの行為も含まれる。

テレワーク

パソコン，スマートフォン，インターネッ

トなどの情報通信技術（ICT）を活用し，

勤務先以外で仕事をする柔軟な勤務形態。

ギリシア語に由来する「遠い（tele）」と英

語の「働く（work）」を組み合わせた造語

で，リモートワークなどともよばれる。

ドメスティック・バイオレンス

→DV

認定子ども園

保護者の就労の有無に関係なく，満 3～5

歳の子どもが通う幼児教育施設である幼

稚園と，保護者が就労しているなど，おも

に日中に子どもの世話をする人がいない

家庭の子どもを保育する保育所（0～5歳）

の役割をあわせもつ，幼保一体型の保育施

設。最初は特区の形で導入され，平成 18

（2006）年 10月から正式に制度として

スタートした。平成 27（2015）年 4 月

からは子ども・子育て支援新制度のもとで

「施設型給付施設」の一つとして運営され

るようになった。幼保連携型・幼稚園型・

保育所型・地方裁量型の４つのタイプがあ

り都道府県等が認定を行う。

パワーハラスメント

職場でのいじめ，いやがらせ。同一の職場で

働く者に対し，職務上の地位や権限，人間関

係などの職場内の優位性を背景として，適正

な業務範囲をこえて，継続的に，精神的・身

体的に苦痛を与えて人格と尊厳を侵害する

こと，または就労環境を悪化させたり雇用不

安を与えること。パワハラ。

引きこもり

自宅あるいは自室に引きこもって社会生

活をしないまま年単位の時を過ごす状態。

厚生労働省の定義では，社会的参加を回避

し，6 ヵ月以上にわたり家庭にとどまり続

けている状態をさす。病名ではなく一つの

総合的な状態につけられた名称。
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フィルタリング

特定のサイトへのアクセスを制限するサ

ービス。もともとはある条件を定めて選別

したり，取り出したりすることで，濾過(ろ

か)を意味する英語である。

放課後子ども教室

放課後や週末に子供たちの居場所をつく

るため，校庭や教室を開放し，地域住民の

協力によってスポーツや文化活動ができ

るようにする取り組み。文部科学省が主導。

放課後児童クラブ

保護者が就労などのため日中家にいない

小学生の子どもが，普段の放課後，あるい

は夏休みなどの長期休暇期間に，遊んだり

勉強をしたりして過ごす生活の場。「学童

保育」ともよばれる。

ポジティブ・アクション

実質的な平等を実現するための暫定的な

積極的差別是正措置。社会的・構造的な差

別によって，現在不利益を被っている者

（女性や人種的なマイノリティなど）に対

し，一定の範囲で特別の機会等を提供する

ことにより，実質的な機会均等を実現する

ことを目的として講じる暫定的な措置を

いう。

ヤングケアラー

病気や障がい，精神的な問題などを抱える

家族の介護や世話を担う 18 歳未満の子

どものこと。日々の介護や世話に追われ学

習や就職に支障が出るなどの問題に直面

しているとともに，周囲の無理解や思春期

による羞恥心などから，家族介護の窮状を

外部に伝えられず孤立することが多いと

されている。

ユニバーサルデザイン

年齢，性別，身体的状況，国籍，言語，知

識，経験などの違いに関係なく，すべての

人が使いこなすことのできる製品や環境

などのデザインを目ざす概念。UD。

要介護状態

身体または精神上の障がいにより入浴・排

泄・食事など日常生活の基本的な動作につ

いて継続して介護を必要とする状態。

ワーク・ライフ・バランス

ワーク(仕事)とライフ(仕事以外の生活)を

調和させ，性別・年齢を問わず，誰もが働

きやすい仕組みをつくること。
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